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町 長  池田 勇夫      副 町 長  乾  晃夫 
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本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 
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書 記  田中 尚子 
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議 事 日 程 

平成３０年１２月４日（火）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３０分 

 

○議長（橋本謙司君） 

  皆さん、おはようございます。 

  それでは、１２月定例会議の２日目、一

般質問を今から始めたいと思います。よろ

しくお願いします。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。質問者は質問者席

に登壇して質問を行ってください。 

  持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０

分とします。 

  小寺正人議員を指名いたします。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  大阪維新の会、８番の小寺正人でござい

ます。 

  毎回のように同じ質問をしておりますが、

恐縮に思ってはおりますけれども、私の信

念として、１回目はもう却下しなさいと。

これはビジネスの世界の話でございますけ

ど、２回目はちょっといちゃもんをつけて

却下しなさいと。３回目、それでも来たら、

もう無条件で採用しなさいと。こういうの

がビジネスの世界の話なんです。で、私も

それ、採用してもらえるまで頑張ってやっ

てまいりたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

  １１月の２３日に２０２５年万国博覧会

の開催地が大阪に決定いたしました。万博

は、新しい文化の創造や科学・産業技術の

発展などを目的に世界的規模で開催されま

す。「いのち輝く未来社会のデザイン」大

阪関西万博の開催によって２兆円の経済効

果も見込まれております。新しい大阪発展

の起爆剤になることを願っております。個

人的には、近未来の世界がどんなものであ

るかということを会場に行って見れるとい

うことがとてもうれしく感じているところ

でございます。 

  トリクルダウンという言葉があります。

大阪が発展したら、順々に、したたるよう

に末端に富がおりてくるという、トリクル

ダウンということが起これば、豊能町にも

よい結果がおりてくるはずでございます。 

  ２０２５年、地元大阪万博の開催決定に

当たり、御期待や御感想があればお願いし

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  通告書ないけど、いい。 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おはようございます。 

  通告にはございませんでしたので、答弁

は用意しておりませんけども、我々も大阪

万博、応援をするという立場で取り組みを

進めたいというふうに思っておりまして、

町におきましても町長の号令で万博の応援

団というのは登録がございますけども、そ

れに職員も登録をいたしまして、取り組ん

できたというようなことで、今後、豊能町

にどのような影響があったり、どのような

協力要請があるかということはちょっとわ

かりませんけども、そのようなことがあれ

ばできる範囲でやってまいりたいというふ

うに思いますし、大いに発展を期待したい

というふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  １９７０年、私も何回も万博出かけて、

何で行ったかというと、未来はこうなるの
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かというのを見るために出かけたわけで、

僕らは理科系、工学部の学生でございまし

たので、そういうのに非常に関心がありま

した。今回もシンギュラリティという世界

を、一部をかいま見ることになるのではな

いかと期待しているところでございます。

それで、ＡＩ、ロボット化、ＩＯＴ、ビッ

グデータで第４次産業革命が起こると、こ

ういうふうに言われています。前回はシン

ギュラリティという言葉、技術的特異点、

これが２０４５年に起こる。２０２９年と

いうと１０年後にはプレシンギュラリティ、

前技術的特異点、これまた社会の構造が変

わるということで、社会的特異点とも呼ば

れておりますが、これが起こると予言され

ています。確実に起こるだろうと、２０２

９年、そういうふうに言われています。あ

と１０年です。第４次産業革命が速い速度

でやってくるのが肌身に感じられるか、感

じられないか。感じられるかどうか答弁い

ただけますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  小寺議員、何回も、ＡＩ、ロボット化、

ＩＯＴ、ビッグデータについて御提言をい

ただいておりまして、我々もそれは肌身に

感じております。今後、そのような新しい

技術が町政でも大いに活用できるものとい

うふうには考えております。また、それら

によりまして、将来は単純労働とかデスク

ワーク、これらの仕事はＡＩとかロボット

にとってかわられるというようなことも聞

いておりますし、今いる子どもたちは将来、

今はない仕事につくというふうにも言われ

ておりまして、それはそうなんだろうとい

うふうに思って取り組んでいる、取り組み

を進めたいというふうに思っているところ

でございます。 

  町におきましても、今後は先進的な取り

組み、それから事案をもとにいたしまして、

導入の可能性につきまして、特に若手の職

員でございますけども、そういう若手の職

員が課題として取り組むことができるよう

な、そんな環境、また機会をつくっていけ

たらというふうには考えているところでご

ざいます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  昨今、ソフトバンクの孫正義氏がトヨタ

と提携するというようなビッグニュースが

流れました。１０月だったと思います。そ

の孫正義さんは、御存じかどうかはわかり

ませんが、世界規模で、１兆円とか何千億

円という単位で投資、続けてるんですよね。

巨額の投資をやっていることで有名です。

彼は、いろいろ講演会に出かけて、それが

インターネットを通して見れるわけですけ

ど、シンギュラリティの世界が必ずやって

くると。２０４５年、必ずやってくる。そ

れが３年後にずれようと、５年後にずれよ

うと、そんなんはもう誤差の範囲やと。必

ずやってくるとかたく信じて講演をやって

るんですよね。それ、世界のトヨタが投資

しようと。ガソリンを燃やして走っている

だけでは、もうこれからトヨタの先はない

ということで、いろいろ探したら、もう先

回りして全部、孫さんがおったということ

で、それで何か提携したということをテレ

ビで言っておられましたね。だから、ＡＩ、

ロボット化で１０年たたずに、恐らく今あ

る職種についておられる方の職がロボット

化、ロボットに置きかわるという可能性が

非常に高いなと、自分でも感じるわけです。

私、仕事柄、製品にもＡＩが搭載される家

電がかなり出てきたんですよ。それも急に
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どんどん出てくるんですね。だから、やっ

ぱり来るのかなと。僕は職業柄、そう肌身

に感じているところでございます。自動走

行車が今、テスト走行を終えてもう実際に

タクシーが公道を走っている。京丹後市で

は白ナンバー、地域にタクシーがないので

白ナンバーのタクシーを走らせると。その

自動配車アプリを使ってるんですけど、今

回、ポストに入ってた、池田の伏尾台で送

迎に使うとかなんとか書いてます。これは

どうも、その配車アプリは使ってないよう

ですけど、実際にそれを、ウーバーという

会社のを使って有償運送を始めてると。も

う現実になっているということですよね。

こういう速いスピードで変化してる世の中

において、少子高齢化社会にちょっとどっ

ぷりと浸かっている豊能町の現状を見てい

ると、この豊能町は一体どうなんのやろう

という不安な気持ちにならざるを得ないわ

けですけれど、町は今どのようなまちづく

り、具体化させようとしているのか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  小寺議員には９月議会、その前からでご

ざいますけども、まちづくりという一言で

御質問を頂戴しまして、非常に大きな課題

でございますので、一言でお答えすること

は難しいというような御答弁をこれまでも

差し上げてきたというようなところでござ

います。９月議会でも申し上げましたけど

も、総合計画でございますとか都市計画マ

スタープラン、また、今進めておりますま

ち・ひと・しごと創生総合戦略、それから

地域公共交通基本構想などさまざまな計画

に示しているものが本町のまちづくりの具

体策というふうに受けとめていただけたら

というふうに思っているところでございま

す。また、今、少子高齢化というようなこ

とでございますけども、本町におきまして

は前から言っておりますとおり、２０代・

３０代の出生率といいますか、その方々が

転出をされているということが少子高齢化

に拍車をかけているというふうに思ってい

るわけでございまして、今やっております

まち・ひと・しごと創生総合戦略において

はさまざまな取り組みで、何とか若年層の

方々に転出を踏みとどまっていただくこと

とか、転入を促進すること、これらを進め

ておりますので、それらを通じて少子高齢

化・人口減少に何とか歯どめをかけたいと

いうふうに思っているところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今、言われたことを、先に、そしたらや

ります。 

  全国的に、官民連携事業、ＰＰＰ、パブ

リック・プライベート・パートナーシップ

の略、ＰＰＰがトレンドとなってまいりま

した。政府も優先的検討事項として官民連

携事業を強力に推し進めている状態です。

ＰＦＩを活用すれば財政負担を低く抑えら

れるということで、今、現に優先的検討事

項をやって、８６％がそれを採用している

と。採用しない場合は、何で採用しなかっ

たのかというのを公表しないといけないの

で、公表したくないのかもわからないし、

とにかく採用しているところがもう８６％

になってきたと。で、お尋ねしたいわけで

すが、何度もお話ししているＰＦＩ事業を

豊能町は活用したことがありますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 
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  ＰＰＰにつきましては公民連携というよ

うな公共サービスというふうに言われてお

りますし、ＰＦＩについては公共サービス

の提供を民間主導で行うというようなこと

というふうに理解をしているところでござ

います。それらＰＰＰもＰＦＩも官民連携

という意味では同じような意味があるかな

と思いますが、ＰＰＰの中にＰＦＩがある

というふうにも言われておりまして、その

ような捉まえ方を我々しているところでご

ざいます。ＰＰＰにつきましては公民連携

という意味で指定管理者制度などもＰＰＰ

に含まれるというふうにも言われておりま

すので、町としてＰＰＰに取り組んでいる

かというと、さまざまなそういう官民連携

というものはこれまでもしてきております

ので、取り組んだことはあるというふうに

は思いますけども、一方ＰＦＩ、こちらに

なりますと公共サービスの提供を民間主導

で行っていただくというようなことでござ

いますので、それら民間のノウハウ、資金、

これらを使ってやったことがあるかという

と、そこまではないのかなというような認

識はしておりますけども、今後とも本町に

おいてそれらを導入・研究をしてまいりま

して、導入に適した事業があれば取り入れ

ていきたいということは常々考えていると

ころでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ＰＦＩ、プライベート・ファイナンス・

イニシアチブ、要するに民間のお金を使っ

て、民が主導して行うという手法なんでご

ざいますけれど、今回、これ優先的検討事

項に当たる自治体というのは、今のところ

ですよ、将来はもっと広がると思うんです

けど、人口２０万人以上、それから事業規

模が１０億円以上の場合の自治体のその事

業はまずＰＦＩを検討しなさい。採用しな

いんだったらなぜしなかったのかというこ

とを公表しなさいという、それが優先的検

討規定と呼ばれるやつなんですね。 

  今回やるかやらないかいうことですけど

も、まだ決まってはいないとは思うんです

けど。 

  まさに学校統廃合の小中一貫、それを一

つの施設で行うのが３０から５０億円だっ

て言われてるんだったら、これを真っ先に

検討すればよかったのではないかと思うん

ですけど、どうしてやらなかったんでしょ

うかね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  南教育次長も手を上げておりましたが、

私が当たりました。 

  ＰＦＩについて何も排除しているわけで

はございません。ＰＦＩも検討のさなかに

あるということで御理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  おはようございます。 

  今回計画をしております保幼小中一貫教

育での学校再配置につきましては、当然、

学校等を再構築するということでございま

すので、ＰＦＩでやっていこうということ

も当然検討課題に入っておりまして、現在

出しております基本計画と基本設計の中で

もＰＦＩの可能性について検討するという

ことになっておりますので、今後我々も検

討していくということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 
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○８番（小寺正人君） 

  いろいろな方式があって、ＰＦＩの場合

はとにかく民間主導になっているので、公

の自治体は何をせないかんのかいうと、土

地建物、こういうものを提供して、所有権

は自分、公が持つと。運営権を民にやって

もらう。お金の調達も民でやってもらうと。

それを１５年から２５年、長かったら３０

年ぐらいに分けて払っていくと。その中に

収益を生むような事業をかませれば、かま

すことができたら、その収益分だけ安くで

きるということになります。それを運営す

るところはその収益を見込めるのでやって

いくという傾向にあります。ぜひそれ検討

してみてほしいんですよね。小さな自治体

でももうそれを必ずやるというところも、

我々ちょっと視察へ行って見てきたんです。

必ずそれを検討する。やってるとこはもう

必ずやってんのやけど、やってないところ

はまずわからないみたいですね。どないし

てええかね。我々も１年間ちょっとそうい

うスクールに通ってたんですけど、最後の

日だったかな、首長さんが、ＰＦＩで一遍

やってみと言われて職員がそこへすっ飛ん

できたと。どんなもんかもわからんし、ど

ないするんですかと言って飛んできたとい

う話も聞きますので、もう勉強しとかない

と、多分、言われた途端、頭真っ白に多分

なると思います。ＶＦＭ、バリュー・フォ

ー・マネーというか、これが必ず発生して、

必ず５％は絶対安くできると言われてます。

だから検討しない手は絶対ないと思います。

よろしくお願いします。 

  次に、先ほどお話があった人口減少の問

題ですけど、これも何度も取り上げている。

豊能町の合計特殊出生率が0.８２だと。そ

れを豊能町は人口ビジョンの中にちゃんと

取り上げてるんですよね。それをちょっと

コピーしましたのでごらんいただいたらと

思います。それの解決策もその人口ビジョ

ンの中で述べてるんですよね。ただ、それ

ができるかできないかちょっとわからない

ところでございますけれど、ヒントらしき

ものは書いてございますので、ぜひともこ

こから豊能町の人口減少に歯どめをかける

切り口としていけばどうかなというのが私

の考えでございますけれど、とにかくこれ、

ここからワースト１とかワースト２とか、

豊能町はまだワースト２いうのがもう一つ

ありましたかね。何だったかちょっと忘れ

ましたけど。結構両極端にあるんですよ。

ちょっと特殊な、地形からいうて特殊だか

らかもしれませんけどね。合計特殊出生率0.

８２というのを攻めるというか、ここを攻

略するというのはなかなか難しいですけど、

ここを攻略せずにほかのとこを攻略しても、

多分何も解決せえへんのではないかと思い

ます。これは合計特殊出生率が0.８２で、

国が1.４ぐらいですよ、たしか。1.３９か

もしれない。それぐらいです。せめてそこ

ぐらいまではできないかといって人口ビジ

ョンが何か試算したりしてますけどね。ど

うも積極的に取り組まないとどうにもなら

んような気もします。豊能町の昼夜間の人

口比率、これも人口ビジョンに出ておりま

す。６5.８％、これが全国ワースト２にな

ってる。これが何を意味してるかというと、

豊能町がまさしくベッドタウンであるとい

うことを指し示すということですよね。そ

れからもう一つ豊能町の持ち家比率、これ

も人口ビジョンにちゃんと出てるんですよ。

９6.５％。とにかく賃貸住宅が極端に少な

いと、これは人口ビジョンに書かれてるん

ですよ。若年層の世帯にとって手軽に住め

る住宅が少ないと。これが原因であると書

かれてるんです、ちゃんとね。だからこれ

を攻めて、何とか攻める手立てはないかと

いうことで我々はＰＦＩを使って優良賃貸
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住宅を建てたらどうかと。ほぼただ同然で

建てられると。ゼロに限りなく近く建てれ

るんですよ。ただ、ＰＦＩというのは民間

もリスクがあるんですね。事業、赤になる

ようなところは手出さない。そうしたらそ

の場所がどこにあるか、どこでできるかと

いうことが大いに重要なファクターとなっ

てくるので、それがもうあかん、これはも

う見込まれへんというようなところだった

ら、もう手は絶対挙げないです。だからこ

の地域優良賃貸住宅制度を活用してこれを

やれば、若い人たちが住む、そういうこと

が可能になってくるわけ。それでもう一つ

仕掛けをもう一個入れる。それは何かと言

うと、これも前々から提案しております保

育所・幼稚園の民営化です。これで守口市

はもうゼロ歳児から全て親御さんの保護者

さんの保育料もゼロにしてやってると。そ

れをかみ合わせれば絶対に、これはもう多

分１００％に近いほど成功すると私は思っ

てるわけですけど、その例がたくさん今、

出てまいりましたので、ぜひともこれを採

用することをお勧めしますが、どうですか

ね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  以前にも町営住宅をＰＦＩ、ＰＰＰを活

用してというような御提案はございました。

そのときも私、人口ビジョンをつくる過程

での業者等のヒアリングの結果なども申し

上げました。住まいの多様化プロジェクト

の中で、今、小寺議員がおっしゃったこと

と同じことを我々町職員も考えまして、賃

貸住宅、集合住宅、これらが少ないことが

若者が定着しない理由かなというふうなこ

とを仮定して取り組んできたわけでござい

ますけども、結局のところ、もしも賃貸住

宅を建てますと、業者の試算によりまして

も非常に高い家賃、例えば１０万円を超え

るとか、そんなふうにならないと採算がと

れないというような試算もございました。

そうなりますと、もう既に阪急沿線にそれ

ぐらいの賃貸住宅はもう飽和状態で足りて

いるわけでございます。そこまでして豊能

町を選んで住む若者がいるかどうかという

ことも冷静に、業者のことですから当然も

うけがあるかないかを考えられますが、そ

うすると豊能町の賃貸住宅を選択されるこ

とは少ないであろうというような結論が出

まして、豊能町において賃貸住宅・集合住

宅を整備するということはこの時代には適

さないというような結論が出ているわけで

ございます。本当にやってみないと実はわ

からないところは、小寺議員がおっしゃる

ことが成功するかもわかりませんけども、

今そういう業界、不動産の業界とか住宅の

業界、これらにおいては豊能町での住宅の

需要はないというような、このような試算

が出ておりますので、仮にＰＦＩ、ＰＰＰ

を活用しようとしても、進出してくる業者

はひょっとしたらないのかなというふうに

思いますが、今のところはそのような結論

が出ているというようなことで御理解をよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前９時５８分 休憩） 

（午前９時５８分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今、１０万円、家賃１０万円っておっし

ゃったけども、大体５万円から７万円ぐら

いにおさまるという話ですけどね。それを

また安くする方法もあるということです。
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それ、だから勉強しないと多分出てこない

と思いますけど。 

  それと私は思うのに、箕面森町に工業団

地が２５かな、できるんですよね、間もな

く道が通ればね、建てて。そこに雇用が生

まれる可能性がある。その人たちが当然家、

住むところを探すわけです。若い人たちだ

ったら家まで買うとこまでいかないかもし

れないけど、安いところがあるということ

だったら引っ張れる可能性が非常に高いと

私は思いますけどね。このチャンスを逃し

たらあかんと。もう間もなく建て始めて、

住むとこ絶対探しますもんね。そうしたら

箕面森町は全部買わなあかん。賃貸ありま

せんよ。こっち側の豊能町西地区もほとん

ど賃貸はないから、それを建てるというこ

とは物すごい意義があると思いますけど、

そう思いませんか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  箕面森町の第３区域に進出してくる企業

につきましては、我々も入手をしておりま

して、そこにつきましては職員も、能勢電

の社員の方も一緒ですけども、能勢電を利

用していただくこととか豊能町に住んでい

ただくこと、それから豊能町の雇用を生み

出していただくこと、これらを目的に訪問

をしておりまして、いわゆる営業活動のよ

うなことをしております。皆さんどこの企

業の方々も、まだその従業員の数も決めて

おらないし、通勤の方法も決めておらない

し、住まいのことも決めておられないとい

うような状況の中でございますので、はっ

きりしたお答えは頂戴をしておりませんけ

ども、豊能町に空き家がふえつつあるとい

うことは我々もお知らせをしておりますの

で、そのことを通じて、社宅まではいかな

くてもお住まいをいただくというようなこ

とは可能ではないかというふうに考えてお

りまして、今後とも御趣旨のとおり、箕面

森町に進出してくる企業には営業活動を続

けていきたいというふうに思っております

が、ただ、豊能町が出資してまで、ＰＦＩ

にしましても賃貸住宅を建てるというとこ

ろまでは考えていないというような状況で

ございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ＰＦＩは、お金はあれですよ、企業が自

分で借りてくるんですよ。そやから豊能町

がお金を出すのは後払いみたいな感じで、

毎月か毎年か知らんけど払っていく感じに

なるので、例えば８３％までだったら豊能

町は赤には絶対ならへんとかそんな感じで

すよ。多分ならないと僕は思いますけどね。

よそのを見てたらね。時間がないのでその

くらいにしておきますね。 

  それと教育のほうもちょっといかないか

んので。パラダイムシフトということを何

度もお話ししてるんですよね。パラダイム

というのはその時代、時代、その人々が支

配的な常識や前提のことを言ってるわけで

す。当たり前だと思っていること、そうい

うのをパラダイムと言う。そのパラダイム

も時間とともに変わってくるわけです。そ

れをパラダイムシフトと呼んでいるわけで

す。その当たり前の常識や前提が大きく変

わっていくと、それが我々が何度も勧めて

いる保育所、幼稚園の民営化なんですよ。

これはもう全国的に広がってきてるわけで

す。高等学校も公立優先時代が大阪は長く

続いた。でも学区というのを取り除いたん

ですね、大阪は。私立高校に通おうと公立

高校に通おうと授業料は原則無料、無償に

したということなんですね。だからもう常
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識的に言って、私立高等学校の時代を迎え

るということになりそうと、そう思いませ

んか。 

○議長（橋本謙司君） 

  通告にもないけど。 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  おはようございます。 

  今、小寺議員のほうから御質問がありま

したけども、現実的には今、公立と私立の

対比については７対３ぐらいの生徒数とい

うふうに理解をしております。これが一気

にそういうふうになるかどうかはちょっと

予測はできませんけれども、ただ、生徒数

の減少も当然ありまして、そういうことを

考えますと直ちにそういう状況が生まれる

かというのは、非常になかなか予測できな

いのではないかなというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  多分そうなると思います。豊かになって

くると私学へ流れるというのが世の中の常

ですので。昔、日本も貧しかったですから

ね。我々の時代は貧しかった。それは公立

に行ってねと親から言われて、私立へ行っ

たら高いからね。そう言われたけども、今

は、ただで行けるんだったらどっち行って

もいいんやからね。自分で選んで行かはる

と。それがどっちかということになると思

います。 

  もともと、保育所の保育料というのが所

得に応じていろいろ設定されてるんですけ

ど、ある自治体、市になると公立の保育所

も私立の保育所もあるんですよ。それをど

のような感じで受けはるかというと、保育

料が、公立に行ったら安くて私立に行った

ら高いと勘違いなさる方が結構おられるん

ですよね。そうですよね。そやけどこれは

私立に行こうと公立に行こうと保育料一緒

なんですよ。それは間違いないですね。同

一の自治体の中でですよ。それ間違いない

ですかね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  保育料については変わりございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それで幼稚園がちょっと違うかったのか

な。ただ、例えば豊能町に住んではって、

その人が能勢の何とかいう幼稚園に行かは

ったと。そうしたら差額が出るんですよね。

その差額を全部埋めてんのかどうかはわか

らないけど、限度、２万５,０００円を限度

にしてその差額を埋めてませんかね、豊能

町は。どうですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  正確なことをちょっと覚えてないので申

しわけありませんが、たしか埋めていたと

思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると幼稚園も私立に行こうと幼稚

園に行こうと同じ値段になると。 

○議長（橋本謙司君） 

  公立ね。 

○８番（小寺正人君） 

  公立もね。私立もね。政府が３歳以上の
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園児に対しては無償化すると、消費税８％

から１０％に上げる中の１％を使ってやる

とか言ってるから、多分これも同じ状態に

多分なってくる。公立の保育所、公立の幼

稚園がいいんだって、安いんだという時代

はもう終わりを告げるんじゃないでしょう

か。どうですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今、御質問になるのは保育料の話だと思

いますけれども、保育料これから無償化も

ありますし、当然、私立とか公立とかとい

うことで変わりはないという時代はくると

思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると、何も公立が、豊能町が幼稚

園や保育所を絶対運営せなあかんという必

要はなくなるわね。必要性はないわね。隣

の能勢なんかは私立しかないんでしょう。

だからそういう時代にもう入っていくんや

から、財政負担を軽減できるし、保護者が

支払っていたお金も多分無償化できるんで

すよ、やったらね。だから多分、皆さんが

心配なさってるのは、民営化したために職

員の首が切られるのではないかと、こう思

ってる方も多分おられると思う。ところが

僕らはいっぱい行ってきましたけど、全国

ね。職員の首を切ったとこは一つもないで

す。全部配置転換するとか、全部が全部一

気に私立にできないのでね。とにかく、別

に職員の首を切り落とすようなことは絶対

やりません。そやから勇気ふるって民営化

に踏み切っていくという、何かそれをつく

っていったらどうですかね。いつになった

ら変えるとかね。計画をね。どうでしょう。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  小寺議員からは保育所・幼稚園の民営化

ということはもう何回も御質問をいただい

ておりまして、我々は民営化しないで公立

でということで、今、計画を立てておると

ころでございます。全国の、今回、町村会

が国に対してこの保育所民営化につきまし

て要望書を出しておる中に、条件不利地域

等の財政基盤の脆弱な町村においては、民

間経営環境に恵まれず選択の余地なく公立

で事業を運営してきたところであるという、

まさしく我々の答弁を代弁してくれている

ような文言がございます。私も過去に私立

の大学の友達がおりますので、その友達に、

豊能町の光風台小学校をあげるからそこの

ところで民営の幼稚園つくれへんかと、自

分とこ教育課程もあるんやから要るやろう

というような提案をしたこともございます

が、豊能町に幼稚園を進出したところで子

どもは来ないよと。たとえそれが私学で、

私のとこ、有名な大学ですけれども、であ

っても来ない。梅田の真ん中につくれるん

やったら当然進出するけど、豊能町では来

ないというようなことをはっきり言われま

した。また過去にも社会福祉協議会、社会

福祉の団体に民営化というような話も豊能

町は持ちかけたこともございますけれども、

当然来られなかった。今、我々が民営化を

しないというのは、公立の学校、保育所、

幼稚園を民営化するのはしないですけれど

も、例えば民間事業者が入ってきて開設さ

れることに、別にそれを拒んでるわけでも

何でもございません。ただ、現実として豊

能町で民間の方が保育所・幼稚園を開設し

ていただけるということは少し無理がある

のではないかなと思っております。豊能町
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としては今回、教育大綱におきまして、豊

能町の両地区において認定こども園を公立

で運営していくという方針を立てたわけで

ございますので、今後もその方針にのっと

ってこども園を公立で運営していきたいと

考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前１０時１２分 休憩） 

（午前１０時１２分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  光風台小学校をあげると言いましたけれ

ども、光風台小学校を無償で貸与してでも

どうですかというような提案でございます。

申しわけございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  民営化は貸与するいうのも民営化の一つ

やから、それも当然ありかなと私も思いま

すけど。 

  教育の問題のところで、ちょっと時間が

もうありませんので、先にそちらへ行きた

いと思います。 

  小中一貫校の構想を立てられて、今、住

民説明会を開いているところですよね。１

１月１３日から１１月２４日までこの１０

日間の間で地元の説明も終わったというこ

とで、説明会の印象はどんなんですかね。

どういう印象を持たれましたかね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  ５月１６日から保護者説明会をさせてい

ただきまして、１１月になりまして１３日

から４回させていただきました。 

  それぞれ１００名弱、並びに１００名強

の方々が各会場で来ていただきました。私

としましては、これまでの検討経過、そし

て小中の現状から、将来、５年先１０年先

見越したときにどういう、小規模における

デメリットがあるのかというのを御説明を

させていただきながら、教育大綱がこのよ

うな形で結論に至ったということを私のほ

うから説明をさせていただきました。 

  今回、地域住民の皆さん方の御質問ある

いは御要望につきましては、やはりまちづ

くりについて、あるいは人口増加策、ある

いは敷地の問題、それからさまざまな、や

っぱり学校を残してほしいというふうな要

望をたくさん聞かせていただきました。た

だ、私どもとしては教育委員会としてこれ

まで何年もかかって、小規模化によるデメ

リットを克服するためには教育の質をしっ

かりしなければならないという思いからこ

のような考えに至ったということを御説明

しましたけれども、教育内容については余

り御質問がなかったいうのについては、少

し私としては残念な気持ちでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  教育内容については多分、教育長がおっ

しゃっていることに特に異論は多分なかっ

たと思います。私も、小中一貫の学校も何

個も回ったんですよ、実際にね。特区を申

請しないとできなかった時代でしたから、

どないしてつくりはんのかなと聞きながら

行きました。大体、一体型の学校いうのは

こんなもんやって、大体似たようなもんで

す。この前は８月の４日やったか３日やっ

たかな、あそこの守口市にも行きました。
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もう同じ感じです。感じはね。それはもう

間違いないんですけども、住民側の質問の

中に、まちづくりどうすんねんという、そ

の問いに対して行政側の答えがどうもかみ

合いへんのですよね。だから教育の内容じ

ゃなしに。教育の内容を聞いてるんじゃな

しにまちづくりをどうすんねんと。それか

ら費用はどうなんねんと。そういうような

話でうまいこと、どうもかみ合わへんと思

います。それ聞いててね、そう感じました

がどうでしょう。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  住民の皆さんと我々の説明がかみ合って

いなかったというような御感想を述べられ

ております。かみ合っていなかったか、か

み合っていたかいうのはちょっと私にはわ

かりませんけども、このたびの説明会は教

育大綱の説明といいますか、小中一貫校、

学校再配置、この方針について御意見をお

伺いするというようなことでございました

ので、御質問がございましたら、まちづく

りのことも、財政のことも私から御答弁は

申し上げましたけども、そのことをこの学

校再配置の説明会に持ち込むということに

なりますと、どうしても論点が定まらない

ということになりますので、今後は、今後

はといいますかこの説明会においては、住

民の皆様の御意見は聞きましたけども、ま

ずは教育大綱、学校再配置についての御理

解をいただきたいというような趣旨でござ

いました。今おっしゃったようなまちづく

りのことでございますとか、財政の問題、

これらについては住民の御代表であられる

議員の皆様にお示しをしまして、最終的に

は議員の皆様の御理解をいただきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  一体これが平成３０年度町政運営方針の

中に入ってるのかどうかということを、も

う一回見たら、５ページの一番下かな、教

育の分野については本町の就学前から中学

校に至るまでの教育上の諸課題を克服し、

子どもたちが夢や希望を持てるように、学

びや育ちを切れ目なく支える保幼小中一貫

教育を展開するため、町内の保育所・幼稚

園・小中学校の再配置を進めますと。この

小中学校の再配置を進めますと、１行だけ

やね。ほかに書いてましたかね。ここだけ

ですよね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

（発言する者あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前１０時１９分 休憩） 

（午前１０時１９分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  今、予算運営方針を持っておりませんの

で、詳しくはわかりませんけれども、学校

再編成、あるいは小中一貫校につきまして

はその部分だけに教育の方針として出して

た、書いてたというふうに認識をしている

ところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それともう時間ないんですけど、当初予

算の編成日程表というのをちょっと手に入

れて見たら、これは平成２３年度の当初予
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算編成日程表なんですけど、もう２月の７

日ぐらいに。 

○議長（橋本謙司君） 

  ２３年度。 

○８番（小寺正人君） 

  ２３年度を手に入れたの。そこを見たら、

もう２月の７日に予算書を印刷に回してる

と。多分毎年同じぐらいでやってると思う

んだけど、そしたら我々に２月５日に説明

を、教育大綱の説明だけだったけど、その

ときにはもう予算書に出てたということで

すね。それは間違いないですよね。 

○議長（橋本謙司君） 

  何がか言ってあげないと。 

○８番（小寺正人君） 

  予算書印刷というのが２月７日になって

る。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前１０時２１分 休憩） 

（午前１０時２２分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  ２３年、あるいは今、来年３１年度の予

算編成をしておりますけれども、大体計画

的にはそのように進めていってるというこ

とでございます。 

  ちょっと今、資料がございませんけれど

も、２月の初めのときに、そういった予算

ができ上がるときに議員全員に集まってい

ただいて、予算の内容等についてあらかた

説明をさせていただいてるというふうに認

識をしてるとこでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で小寺正人議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩します。 

（午前１０時２３分 休憩） 

（午前１０時２５分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議員の皆さんにお願いです。 

  先ほども申し上げましたけども、これ一

般質問ですので、当然持論を述べてもらう

ことは全然構いません。ただやっぱりその

持論を述べた後、しっかりとそれを質問に

つなげていただきますようにお願いしたい

ことと、やはり質問の内容をもうちょっと

明確に、端的に質問していただかないと質

問がぼけますので、その辺はしっかりと肝

に銘じてお願いをしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  それでは次に、寺脇直子議員を指名いた

します。 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  議長よりお許しをいただきましたので、

これより一般質問をします。 

  通告とは前後しますが、ロボットプログ

ラミング教育について質問します。 

  今日、コンピュータは人々の生活のさま

ざまな場面で活用されています。家電やパ

ソコン、自動車、スマートフォンなど身近

なものの多くにコンピュータが使用されて

います。文部科学省では職業生活、学校で

の学習、家庭生活や余暇生活など、コンピ

ュータなどの情報機器やサービスとそれに

よってもたらされる情報等を適切に活用し

て問題を解決していくことが不可欠な社会

が到来しつつあるとしています。２０２０

年度から実施される小学校プログラミング

教育についてどのように実施していくのか

伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 
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  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今、寺脇議員がおっしゃいましたように、

平成３２年度から小学校においてのプログ

ラミング教育の実施が本格実施され必修と

されております。本町でも今年度よりプロ

グラミング教育の教員研修を夏季休業中に

行い、また、冬季休業中にも行う予定をし

ております。同時に、各小学校のパソコン

に無料ソフトのプログラミング教育を学べ

るスクラッチというものをインストールし、

いつでも使える状態にしております。 

  また、来年度に向けて実際に体験しなが

ら学べる教材を順次購入できるよう、現在、

予算要望をしているところでございます。

児童が体験的に学びながらプログラミング

的な論理的思考を自然と獲得できるよう、

教育環境の整備を行っていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  本町でもプログラミング教育について取

り組みを進めるということですけれども、

コンピュータはより適切に効果的に活用し

ていくために、コンピュータのまず仕組み

を知ることが非常に重要で、コンピュータ

は人が命令を与えることにより動作するの

で、この命令がプログラムであり、命令を

与えることがプログラミングで、プログラ

ミング教育は子どもたちの可能性を広げる

ことにつながり、将来的に起業する若者や

特許を取得する若者など、子どもたちの可

能性を発掘し、将来広く社会で活躍できる

きっかけも期待できるため、２０２０年度

から実施される新小学校学習指導要領にお

いてプログラミング教育を体験しながらコ

ンピュータに意図した処理を行わせるため

に必要な倫理的思考力を身につけるための

学習活動。 

○議長（橋本謙司君） 

  論理的。 

○４番（寺脇直子君） 

  論理的思考力を身につけるための学習活

動、小学校プログラミング教育を導入し必

修化し実施することとなっています。 

  私も先日、インテックス大阪で教育ＩＴ

ソリューションのロボットプログラミング

教育の公開セミナーに行ってきました。こ

のセミナーでは、ロボット電話のロボホン

や、ロボット宇宙飛行士キロボの開発者の

ロボットクリエイターの高橋智隆氏と、小

金井市立前原小学校校長の松田校長のロボ

ット時代の創造とこれからのプログラミン

グ授業がテーマでした。 

  人型で、非常に小さいロボホンなんです

けども、話しかけると簡単操作で実体のあ

るロボホンが動くので、子どもたちの興

味・関心を高め、主体的で創造的なプログ

ラミング学習ができること、また、ロボホ

ンに学校の受付をしてもらったり、実際の

生活と関連づけた活動も可能です。２０２

０年のプログラミング教育必修化に向けて、

プログラミング教育とは、将来どのような

職業に子どもたちがつくことになっても必

要な思考力と、プログラミングを通して習

得することが非常にこの教育の目的となっ

ています。豊能町の場合は豊かな自然環境

の中でロボットを使ったプログラミング教

育を学べるということで、非常に子どもた

ちの可能性をさらに広く広げていくことに

なると考えます。ですので、２０２０年の

プログラミング教育に向けて取り組みを進

めていってほしいと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 

○議長（橋本謙司君） 
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  質問は。いいの、それで。 

○４番（寺脇直子君） 

  次の質問に移ります。 

  次は、太陽光パネルの条例について。 

  太陽光発電施設に関する市町村条例のひ

な形案を大阪府につくっていただいてるん

ですけれども、この太陽光発電施設に関す

る市町村条例のひな形案については、事業

者が地域住民と十分な調整を行わないで事

業着手した結果、防災・環境・景観上の懸

念等をめぐり、府内でも住民等とのトラブ

ルが発生しております。そのため、経済産

業省では、その対策として電気事業者の再

生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法、ＦＩＴ法を２０１６年６月に改正

し、法令違反の案件については事業認定の

取り消しを可能とする制度や、２０１７年

３月には事業者が適切な事業実施のために

遵守が守られる事項などを記載した事業計

画策定ガイドラインが策定されました。ま

た、環境省においても太陽光発電施設を環

境アセスメント法の対象にするかどうかの

検討が始まったところであります。 

  大阪府においてはトラブルの未然防止等

を図ることと、起こってしまったトラブル

を国や市町村と連携し対応していくことな

どを目的に、太陽光発電施設の地域との共

生を推進する体制、大阪モデルを昨年１１

月に構築し運用を開始しました。また、全

国の自治体で太陽光発電施設に関して地域

との調和や規制を目的とした条例が４０を

超える自治体で制定されています。府内市

町村においても、箕面市で条例が制定され

ており、今後も増加していくものと推測さ

れます。このような背景のもと、事業者と

住民とのトラブルの長期化などによりその

対応に苦慮している市町村も見受けられる

ことから、今後、条例制定の動きが箕面市

以外でも検討される可能性があることから、

大阪府は太陽光発電施設の設置に関して制

限を加える条例のひな形を策定することと

なりました。このひな形条例は、あくまで

市町村が条例制定を検討する際の参考とな

るよう、これまでに全国で制定された同様

の条例などを参考に作成されています。市

町村が地域の特性などその状況に応じて条

例を作成することが可能となるよう、複数

案を提示されています。大阪府が豊能町の

太陽光パネルのトラブルを受けて、条例の

ひな形を作成してだいていますが、現在関

係部局では条例制定のためにどのように検

討しているのか伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  おはようございます。お答えさせていた

だきます。 

  本年９月６日に大阪府から、市町村の太

陽光発電の事業と地域の共生に関する条例

案のひな形の説明を受けたところでござい

ます。条例案につきましては、太陽光発電

の利用の促進を図る目的とする案、抑制と

届出と、環境の保全に寄与することを目的

とする案、禁止と許可という二つの案を提

示を受けております。しかし災害復旧事業

という大きな災害に見舞われまして、災害

査定の準備実施に１０月末まで時間を要し

ましたことから、１１月に入ってから建設

環境部内の建設課と環境課でその条例の項

目についての内容について確認するととも

に、条例の必要性と論点整理を行ったとこ

ろです。ひな形の中には罰則規定や住民同

意に関する内容が盛り込まれていないこと

から、大阪府のほうにその内容を含まれて

いないことについてお伺いしたところ、や

はり個人の土地に対して他の同意を必要と

する行為は違反となるというふうに大阪府



 2－17 

は判断しておられます。したがいまして、

条例については今後十分検討が必要である

というふうに考えております。また、不適

切な案件などトラブルについても国のガイ

ドラインや連携協力体制により一定の抑止

力が働いているものとは考えております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  １１月に入ってからこの条例について検

討を始めてるということで、十分に検討す

る必要があると思うんですけれども、条例

については条例を制定する市町村ごとに太

陽光発電事業に対する基本的な考え方や対

応方針が異なることから、先ほど部長がお

っしゃったように、太陽光発電事業の普及

推進を進めていくという方針を示したもの

と、普及促進に関する記載は行わずにこの

条例が地域住民等の安全な生活と環境の保

全に寄与することを目的とした２案を、今、

提示されており、事業区域に含まないよう

に求める抑制区域と、事業区域に含むこと

を禁止する禁止区域については、周辺関係

者の生活環境であったり、そのほか保全の

ために施設設置において特に配慮を要する

区域が必要と市町村が判断した場合の参考

として２案提示されています。 

  私自身は個人的な見解としては、豊能町

の場合は既にトラブルが起こってますので、

また災害が多発しているということで、特

に急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害特別警

戒区域、住宅地周辺、また公園など、自然

環境を保全することが必要と認められる区

域は特に禁止区域に指定すべきではないか

と考えていますが、どのように検討してい

くのか改めて伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  禁止区域につきましては、その影響する

ことも考えられますので、その辺も十分検

討した上でその禁止する区域についても考

えていく必要があるというふうには考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今後、豊能町で今後、長期的にもこのよ

うな太陽光発電のトラブルの再発防止のた

めの条例について、非常に十分検討するた

めに、議員による勉強会を開いたり、トラ

ブルが起こっている地域住民の意見も反映

できるように、条例制定に向けて今後進め

ていく必要があると考えていますので、引

き続き再発防止のために豊能町独自の条例

についてしっかりと検討してほしいと思い

ます。 

  それでは次の質問に移ります。 

  現在、日本人の意識の変化に伴い、少子

高齢化と核家族が非常に進んでいます。ひ

とり暮らしの高齢者の増加は男女とも非常

に顕著となっておりまして、１９８０年と

２０１５年を比較すると、男性が約３倍、

女性が約２倍となっています。特に最近の

悲惨な問題は、独居高齢者の孤独死の増加

であり、男女別の孤独死の比率は男性が約

８割、女性が約２割となり、孤独死から遺

体発見までの平均日数は男性が２３日、女

性が７日であり、女性と男性とではこの差

は人づき合いの頻度の差ともされています。

豊能町の６５歳以上の独居高齢者は大阪府

の平均を約１０％上回っており、豊能町で

は今のうちに将来ビジョンを見据えてこの

問題に取り組まなければなりません。豊能
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町は今後大阪府下でも高齢化率が非常に高

くなります。独居老人もふえてくると思わ

れますが、高齢者の生活支援事業について

今後どのように取り組んでいくのか伺いま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  今、議員おっしゃいましたように、独居

老人の対策が非常にこれからは大切なこと

だと私どもも考えてございます。私ども本

町では第４次総合計画におきましても、高

齢者が住みなれた地域で安心して生活でき

るまちづくりや支援についての施策を展開

しているところでございます。現在は自

助・共助・公助、これが非常に大事な分野

でございますので、この自助・共助・公助、

これを活用するといいますか、これにより

まして生活支援をどのように取り組んでい

くのかというところだと思ってございます。

今は民生委員さん、それから福祉委員さん、

それから各老人クラブの方々を初めとする

地域の方々による見守り活動や集いの場づ

くりなど、日常生活を支えるさまざまな支

援を行っているというふうなところでござ

います。 

  今後につきましても、本町ではさらに今

おっしゃいましたように、単身やそれから

夫婦のみの高齢者世帯、それから認知症の

高齢者、このような方々も増加すると予測

をされてございますので、元気な高齢者、

この方々を初めとする住民の担い手、この

方々で地域を支える地域ネットワークづく

り、これを推進させていただきながら、介

護予防の推進それから認知症対策の推進な

ど、高齢者になってもできるだけ長く健康

で自立した生活ができるよう、また、例え

介護が必要とする状況となっても、高齢者

とその家族が尊厳のある暮らしが続けられ

るよう、社会福祉協議会等関係機関と連携

を密にしながら継続的な取り組みを進めて

まいりたいと考えてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  先ほど部長もおっしゃったように、老人

の見守りであったり地域のネットワークづ

くりというのは今後非常に重要になると思

うんですけれども、例えば神戸市では、神

戸で暮らす市民の住まいをサポートすると

いう神戸市居住支援協議会を設立されてい

ます。これは居住支援協議会というのは具

体的には、高齢者や障害者など住宅の確保

に特に配慮を要する方々が民間賃貸住宅に

円滑に入居できるように協議するため、不

動産関係団体や居住支援団体、また神戸市

によるネットワーク組織であります。住宅

確保要配慮者については身寄りがないこと

や緊急時の対応等への不安に起因して入居

が制限されるなど、自力では適切な住宅を

確保することが困難となる場合が生じてい

ます。神戸市においても住宅確保要配慮者

の入居を受け入れないと考えている民間住

宅の家主が一定割合存在するという調査結

果も出ています。住宅に困窮する世帯の移

住の安定のため、公的賃貸住宅だけでなく、

民間賃貸住宅を含めての対応が課題となっ

ています。そのため、住宅セーフティネッ

ト法に基づく神戸市居住支援協議会を設立

しています。また、この居住支援協議会の

取り組みについては、国土交通省では住宅

確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入

居の促進を図るため、地方公共団体と不動

産関係団体と居住支援団体が連携し居住支

援協議会を設立し、住宅確保要配慮者及び

民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し住宅情
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報の提供の支援を実施しております。この

居住支援協議会の設立状況なんですけれど

も、７０協議会を、今、設立しており、全

都道府県では、北海道の市町村であったり、

東京のほうでも千代田区、また世田谷区、

関西では京都市、神戸市、北九州市、福岡

市、大牟田市、熊本市などが居住支援協議

会を設立しており、主に要配慮者向けの民

間賃貸住宅等の情報発信と紹介、あっせん、

住宅相談サービスの実施、安否確認サービ

スの紹介などが活動内容となっています。

不動産関係団体と居住支援団体と地方自治

体が連携し支援していく仕組みとなってい

ます。 

  国土交通省のデータでは、住宅確保要配

慮者の入居に対して大家の一定割合は拒否

感を有しており、高齢者に対しては大家は

約６割、障害者に対しては約７割、外国人

に対しては約６割など、大家は住宅確保要

配慮者の入居に対して拒否感を有している

状況で、入居制限がなされている状況とな

っています。この入居制限をする理由とし

ては、室内での死亡事故等に対する不安で

あったり、入居者以外の人の出入りへの不

安などが主に挙げられています。 

  この主な支援につきまして、は居住支援

協議会等が行う民間賃貸住宅等への住居の

円滑化に関する活動に対して、国が必要な

費用を補助することにより、居住支援協議

会等の活動を促進し、住宅確保要配慮者の

安定確保を図る目的として、国土交通省が

重層的住宅セーフティネット構築支援事業

を平成３０年５月１０日から平成３１年３

月１日の事業期間で予定しております。 

○議長（橋本謙司君） 

  そろそろ質問に入ってください。 

○４番（寺脇直子君） 

  はい。 

  また、京都市の居住支援協議会の取り組

みとしては、原則６５歳以上のひとり暮ら

しの見守り等を支援する、支援を必要とす

る方で、住みかえ後に定期的な見守りとし

て週１回の訪問であったり緊急時の対応、

保健福祉に関する生活相談など、見守りサ

ービス等を行う取り組みを厚労省のモデル

事業で支援しています。 

  豊能町も今後高齢化率も非常に高くなり

ますので、このような取り組みを進めて、

参考にして取り組みを進めていってほしい

と思いますが、どのようにお考えか伺いま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  居住支援協議会というものが大きな市レ

ベルではあるということで、そのような取

り組みをしてはどうかというような御質問

でございますが、先ほど来、私どもの豊能

町の持ち家率、これが出てたと思うんです

けれども、９６％を超えるというような持

ち家率でございますので、また若干といい

ますか、随分と状況が違うのかなと考えて

ございまして、先ほど申し上げましたよう

に、高齢になられた方も御自分のお住まい

のお家でできるだけお元気で、できるだけ

その方の尊厳を持ってお暮らしいただくと

いうことに力点を入れて今後も取り組んで

まいりたいと考えてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前１０時５０分 休憩） 

（午前１０時５１分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 
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  この居住支援協議会の設立数というのも

非常に年々増加しておりまして、見守りの

ほかに買い物とか家事、配食等の生活支援、

また家財整理など移住支援サービスの提供

と紹介を行っている状況です。また、今後

豊能町の高齢化率と独居老人の比率も高く

なってくると想定されますので、高齢者と

子育て世代など、多様な世帯が安心して安

全に健康に暮らすことができる住環境とま

ちづくりに今後取り組んでいってほしいと

思います。 

  それでは次の質問に移ります。 

  今後、豊能町で外から人を呼び込む町に

するためには、公園や街路樹を整備して美

しい景観のまちにしていくことが大切なこ

とだと思います。具体的に今後どのように

取り組むのか伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  本町の住宅地については緑豊かな景観を

重視して造成されております。このため公

園についてはしらかば公園やさくら公園、

イチョウ公園などあるところです。また、

街路樹についてもけやき通りなど、テーマ

を持って増築をされております。現在この

公園や道路の維持に係る経費ですね、剪定

や草刈りなどに半分以上を占めておりまし

て、現実的には苦慮しているというような

状況であります。 

  こういった中、武庫川女子大学のほうか

ら、公園や道路と健康増進等をテーマに共

同研究をしたいというような申し出があり

ました。今後、共同研究の内容については

詳細を詰めていくことになりますが、既存

の公園等をどう活用していくのかについて

は、次年度から試行的に進め、新しい公園

のあり方、有効活用などについて考えてい

けたらなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  公園の有効活用と街路樹を整備して美し

い景観のまちにしていくということなんで

すけれども、今、冬のシーズンで、街角を

彩るイルミネーションがまちの景観を演出

してくれてます。例えば自治体が主催する

イルミネーションの中には、その運営費を

維持していくためにサポーターを募ってい

るとこも少なくなく、またその中にはふる

さと納税を利用して応援することができる

イルミネーションもあり、例えば長岡京市

では市の玄関口としてふさわしい駅前広場

をつくりたいという願いを込めて、ＪＲ長

岡京駅を再開発して、バンビオ広場公園を

整備しています。このイルミネーションに

よって長岡京市は１０年以上にわたるこの

事業が大成功をおさめており、毎年冬に訪

れるイルミネーションシーズンには多くの

市民や観光客が集まってにぎわっています。 

  豊能町においても、例えば大道路であっ

たりとか、そういったイルミネーションで

町を賑やかにしていくということも取り組

みを進めてほしいと思ってるんですけれど

も、どのようにお考えか伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  時期は忘れましたけども、以前に西地域

のほうでそういうイルミネーションをされ

ていた地区もあったというふうには覚えて

おります。今後そういうふうに地元からこ

ういうイルミネーション的なことをやりた
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いというようなことがありましたら相談に

乗らせていただいて、町が支援できるとい

うところがあれば支援していくというふう

には取り組んでいきたいとは思います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  例えば冬のシーズンだけとかクリスマス

まで楽しむことができるクリスマスイルミ

ネーションも、非常に町が、町の景観がき

れいになっていいと思うんですけれども、

大阪でも、大阪・光の饗宴エリアプログラ

ムという事業があって、大阪府域のまちづ

くりやエリア活性化に取り組む団体が実施

する個性を生かした魅力あふれる地域の光

プログラムが一体となって冬の大阪を盛り

上げようというエリアプログラムがありま

す。これは大阪府内で行っているさまざま

な自治体のイルミネーションに参加するこ

とができる事業で、大阪市内だけでも１６

のプログラムが実施されており、大阪府内

の自治体が一丸となって冬の大阪を盛り上

げようと企画されている事業で、今、島本

町が島本町イルミネーションとして参加し

ています。島本町は町の活性化のためにＬ

ＥＤを飾っていて、これは主催は島本町イ

ルミネーション実行委員会なんですけれど

も、ことしは２０１８年の１２月１日から

２０１９年の１月７日まで阪急の駅前のバ

スロータリーで開催しています。 

  例えば豊能町では、真冬のシーズンに町

の大通りをイルミネーションをして町を明

るくしていったりすることで、冬を楽しむ

イルミネーションということで町も賑やか

になると思います。イルミネーションはま

ちを華やかで美しい景観にもしてくれるの

で、豊能町も今後ぜひこのような取り組み

に取り組んでいってほしいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で寺脇直子議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

１時１０分とします。 

（午前１０時５７分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  皆様こんにちは。 

  ５番・管野英美子でございます。 

  議長の御指名を受けましたので、２１回

目の一般質問をさせていただきます。 

  まずは学校再配置についてです。 

  児童生徒を取り巻くことを少しお話しし

たいと思います。 

  ３月議会、９月議会で、老朽化した学校

の設備について質問をしました。光風台小

学校のプールの水は授業が終わってから少

しずつ減っていましたが、台風で水位は満

水となりました。その後、雨が余り降って

いません。きのうの雨でも水位がふえてい

ません。昨年までは汚れや藻で漏水がとま

ったと思われますが、今では下から２０セ

ンチあるでしょうか。消防水利とあります。

このことはまた常任委員会で消防法ととも

にやらせていただきます。来年の夏、事業

をすると答弁いただいていますが、それで

本当に大丈夫なのでしょうか。 

  ほかにも、校門前の大きな水たまり。光

風台小学校の昇降口。東ときわ台小学校の

階段踊り場。床材がはげてコンクリートむ

き出しです。東ときわ台小学校のトイレは

手かざしで水が出て便座は暖かいですが、

昨年工事をした光風台小学校のトイレはた
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だ洋式にしただけ。便座は冷たいです。理

科室の水回りは、流れにくいのでほかの手

洗い場を使いましょうと、九つあるうちの

三つにそう書いてあります。また９月議会

でお示しした小学校のかびの生えた１年生

の教室の廊下の水回り。５日間の断水をし

て工事をすると学校でお会いした建設課の

職員に伺いましたが、１１月の全員協議会

のその他事項で伺うと、業者が見つからな

いので冬休みも工事ができるかどうかとい

う回答。かびの胞子が舞ってぜんそくを引

き起こさないのでしょうか。ほかの学校で

も校舎や体育館での雨漏りもあり、探せば

切りがありません。このたくさんのふぐあ

いに、きっちりと改修してこなかったとい

う経緯があります。やはり学校再配置が頭

にあったからだと思われます。 

  また、教育面では、西地区に住んでいる

と、ことし北野に何人入ったと聞かれます。

もう学区も撤廃されて学校が多様化されて

いて、高校から自分の進路に合った学校を

選択することもできるこの時代に、そんな

こと聞かんといてと思いますが、たしかに

気になるところです。ことしは灘高に１人

入ったそうで、私はとてもうれしくは思っ

ています。それで１５歳までの教育に責任

を持つと言われると、もちろん本人がしっ

かり学ばなければいけませんが、この件か

らもお示しいただいたとおりに進めてほし

いとも私は思っています。 

  さて、保護者説明会、地域住民説明会で

は、東地区での学校存続の要望があり、ま

た、嘆願書も届いています。議員にはお手

紙もいただいています。教育大綱に示され

た形とは違うことになりますが、西地区に

小中一貫校を１校、同時に東地区の学校を

存続させた場合、教育面・まちづくりの面

で具体的にどのような影響があるのか伺い

ます。①と③の質問です。 

  一問一答ですのでまず教育面ですが、説

明会の資料の中に東能勢中学校の全校生徒

の推計が平成４０年度が５１名、４１年度

が５０名、４２年度が４３名とあります。

仮に５０名としたときに先生の勤務はどう

なりますか。現在でも東能勢中学校の技術

の先生が家庭科を臨時教師として授業をし

ていただいていると説明会のときに伺いま

した。また、以前、主要５教科といいます

か高校受験の科目、国語、数学、英語、理

科、社会の先生がそれぞれの科目で３学年

の授業をして年間１９回もテストをつくら

なければいけないと伺いました。校長先生

と教頭先生と、何人の先生で学校運営をし

ていくのか。非常勤講師、常勤講師が何人

で、具体的にどのような学校になるのかお

聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  先ほど、西地区に小中一貫校と、あるい

は東地区の学校をそのまま存続させた場合、

東地区の教員等の問題でございましたけど

も、説明会でもその話を私はさせていただ

きました。現在、特に東能勢中学校の教員

の配置については非常に厳しい状態にある

と。昨年度までは学年２クラスの学年もご

ざいました。ことしからは全クラスが、全

学年が１クラスという状況に陥りました。

また、それまで先生方の中にはお一人で２

教科を担当していただいた先生がおられま

した。その方も退職をされ、その状況がか

なわなくなるという状況を受けて、我々と

しましても府のほうに、府教委のほうにお

願いにまいりまして、何とか先生の確保を

お願いをしたいと。これはもう本当に何度

も、あるいは文書でもお願いをしてきたと
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ころでございます。 

  それから先ほど、技術・家庭科の先生の

こともおっしゃいました。以前から、本来

なら技術の先生、家庭の先生お１人ずつと

いうことでありますけれども、なかなかそ

ういうことができないということで、技術

の先生に家庭の臨時免許をとっていただい

て、申請をして、府のほうから認めていた

だいて授業を教えていただいているという、

本当に、小学校と違い中学校については各

教科、９科目１１人の先生が本来いていた

だくことが大事だということで思います。

ただ、学級の数によって定数が配置されて

おりますので、なかなかそれがかなわない

と。そして私が校長におりましたときも、

やはり理科の先生がお１人で担当しておら

れました。先ほど管野議員がおっしゃった

ように１９回のテストづくりをしなければ

ならない。本当に２週間に一度テストをつ

くって採点をし、評価をしていかなければ

ならない。本当にそれはなかなか厳しいと

言っておられまして、担任を持つこともで

きないということもございました。それが

今後、どんどん生徒が少なくなってまいり

ますと、いわゆる加配の先生方の配置もな

かなか厳しくなるだろうというふうに思っ

ておりまして、その状況を踏まえると、継

続的に教師の質を確保することは難しいと

いうふうに感じております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  小規模校のメリット・デメリットは文科

省発行の手引きに書いてあるとおりですね。

この人数での学校経営は厳しいものがある

と、今、感じました。嘆願書の用紙には、

保護者説明会で、保護者・住民が児童生徒

数の少ない現状を受け入れるなら存続も考

えると説明ありと書かれています。今、私

が聞いたことを保護者の方は理解していた

だいているんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  保護者説明会では全部で２６回させてい

ただきました。特に東地区につきましては

各個別の学校園で２回ずつ、それから全体

で７回を実施させていただきました。３回

目以降、やはり質問を、ほとんど、１回目

２回目については質問を受けさせていただ

きましたけれども、３回目以降そういう内

容を少しでも理解していただくように言っ

ておりました。特に中身の中で、やはりこ

ういう厳しい状況を理解してくださいとい

うことで申し上げました。その中で我々と

しては、その学校存続についてその厳しい

状況を理解せずにされるのはいかがなもの

かなということで、そのあたりをできるだ

け説得をしてまいりました。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  大変厳しい状況ということで、私は次に

質問ができなくなります。東地区に学校を

残した場合の基本計画を同時に出せないの

ですか。２本立てにして比べていただくと

いうことはできないんでしょうか。それは

もう無理なんでしょうかね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  ２本立てというのは、やはり我々としま

しては、豊能町は大きな市ではございませ

ん。本当に２中学校区があります。その２
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中学校区で、小中一貫といえども違った内

容が町内で行われる。例えば大きな市であ

れば５中学校とかそういうことで、一つは

こういう形、あとの四つはこういう形とい

うことは可能かもわかりませんけど、二つ

の中学校区でやはり果たしてそれがいいも

のかどうかというのも議論をさせていただ

きました。ぜひ、できればやはり一つの小

さな町で一つの中学校にするならばこうい

うふうな形をやはりすべきではないか、一

番最良の方法をやっぱり選択すべきではな

いかという意見になりました。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  議員へのお手紙の中にも、保護者の５

５％が存続の同意を得たとあります。昨日、

速報値で６０％だと伺っています。その後、

ふえたかどうかわかりませんが、中にはク

ラブ活動で団体競技がしたい、吹奏楽をし

たいとか、さまざまな人がいてさまざまな

意見がある。大勢の学校で学びたいと思っ

ている子どもさんもいると思います。もし、

東地区の学校を存続した場合で西地区の小

中一貫校の通学を希望する児童生徒の対応

をどのように考えておられますか。仮定の

質問で申しわけございませんが、考え方を

お聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  学校再配置、いわゆる学校の設置につい

ては町ということになりますので、私とし

てはそのことを離れて、いわゆる教育面の

みの判断になろうと思いますけれども、私

はやはりそういう状況が生まれたとしても、

その地域、地域のやはり実情はあると思い

ます。だからその方々だけがそちらに行く

とか、そういうことはやはり望ましくない

のではないかなという、私は個人的に考え

ております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私も、私が育った小学校、天王寺区にあ

るんですけども、校歌と一緒に「しないさ

せない越境入学」というスローガンをしっ

かりと覚えています。今でも、もう６０過

ぎても覚えています。生駒の麓から来てい

る子どもがいてたんですけど、いじめられ

もせんと、ここに、胸のところに定期券ぶ

ら下げて、でも何かみんないいなとか言っ

て、子ども同士は仲よくできたけども、大

人はやっぱり「あの子、越境やで」って言

いはるんでね。やっぱり子どものことを考

えると、そういうことはだめなのかなと思

いました。 

  今度まちづくりについて、③の質問を先

にやらせていただきます。 

  学校がなくなれば東地区の衰退は必至と

嘆願書の用紙に書かれてありますが、学校

は今はあります。それでも説明会で商店街

がなくなったとか聞きました。現在東地区

は行政と協働でどのようなまちづくりをさ

れていますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  確かに、学校がなくなれば東地区の衰退

は必死であるという御意見はお聞きしてお

りますけども、今、学校がある現状でも人

口が減っているのは事実でございまして、

今後の現在の推計でも東地区の人口が減少

するということは必至な状態でございます。 
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  さらにこれにつきましては東地区に限ら

ない現象でございまして、町全体で人口が

減少するということで少子高齢化が進むと

いうことは確実な状況でございます。 

  したがいまして、東西のそれぞれの特性

ということは考慮しながらも、東・西とい

う地域にとらわれることなく、豊能町全体

を一つとして町を維持していくということ

が求められている現状であろうというふう

に認識をしております。 

  東地区に限定したまちづくり、協働とい

う御質問でございますけども、その具体像

は現在お示しすることはできませんけども、

例えば自然とか農業を生かしたまちづくり

なるものと考えております。当然そのとき

は行政と住民の方の協働ということが非常

に大事であるというふうに考えておりまし

て、現在は右近の郷とか志野の里を中心と

しました、農×観光戦略を推進中でござい

ます。また、就農支援塾とか青年の就農給

付金、また、特産物の開発、ブランド化支

援など、農業を活性化してまちづくりにつ

なげることを目標にしております。さらに

は、今後は道の駅によりまして農業と観光

が有機的につながるようになればというふ

うに考えているところでございます。 

  また、一方、空き家を活用しての若年層

の定着も目指しておりまして、古民家の空

き家、これは今現在、登録は余りございま

せんけども、その古民家の空き家を空き家

バンクに提供していただけるように努めて

いきたいというふうにも考えております。 

  ほかにも、現在進行中の「とよののレポ

ーター」とか「とよののポータル」、「と

よののドリーム」「とよのわたし研究室」

なども、農×観光とか住まいの多様化と結

合いたしまして、住民発信型のまちづくり

を推進できるように取り組んでいきたいと

考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  役場に来るときに、廃校断固反対の大き

な看板と、たくさんの黄色いのぼりが目に

つきました。住民の皆様のパワーは新光風

台太陽光発電設備の反対運動と重なります。

この地区の叫びはよくわかりますが、教育

委員会会議をずっと傍聴していて、また、

今の答弁を聞いていて、東地区の存続は難

しいとも感じています。 

  これは西地区の保護者の人と話していた

ことですが、西地区の各小学校でも学校が

なくなる。同じ中学校区だということです

が小学校はなくなります。本当に残念だし

悲しいねと言っています。 

  そこで、これは西地区のお母さん方がお

っしゃってるんですけども、東能勢小学校

を開放して、もう差し上げてもよいと思っ

ていますけど差し上げたらだめなので、無

償貸与してもいいと思っていますが、ここ

で児童館のように子どもたちが地域の人と

集える施設や、とよののドリームで採択さ

れなかったもので、東地区の若い方からの

よい企画が２件あると思います。どちらも

知ってる人なんですけれども、これを展開

してもらって、こうなったらその隣の道の

駅と競争でやってもらったらよいのかなと

思っています。こちらのほうが勝つと思い

ます。あの完成度の高いチラシや行動力に

は目をみはるものがあると思っています。 

  そこで、まちづくりのほうに確認です。

鶏が先か卵が先かという問題ですが、学校

の場所が決まったら公共施設をどうするの

か決める、その順番で進めているというこ

とですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 
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○総務部長（内田 敬君） 

  現在、公共施設再編検討委員会の立ち上

げの準備はしておりますけども、あくまで

今、管野議員がおっしゃったとおり、学校

の再配置、この方針が確定した後にその委

員会を立ち上げて、全ての公共施設、これ

は学校の跡地も含めての公共施設でござい

ますが、その再編について検討し、計画を

議会にお示しをしたいというふうに思って

おります。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  次に、業者に提出したこの提案可能範囲

の地図が出回っていて、これは私はカラー

でホームページからとったものです。もう

今はありませんが。既存施設を潰すようだ

と町内で混乱が起こっています。このコピ

ーされたモノクロの地図をもって、ユーベ

ル、図書館を潰すのか。一緒に計画を反対

運動しましょうと保護者に言っている人が

います。今は東地区の学校存続の嘆願書へ

の署名運動もされているそうですが、この

提案というのはプロポーザル方式であらゆ

る可能性を模索していただく資料だと私は

理解していますが、住民は大変不安に思っ

ておられます。そしてこの黄緑色の説明資

料に、吉川中学校の敷地を利用する一つに、

図書館、ユーベルホール等が周りにあり利

用しやすいとあります。このように書いて

いるのに潰すわけないと思うのですが、特

にこの二つをここに明記しているにもかか

わらず提案可能範囲に入れた理由をお聞か

せください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおり、プロポーザルにおき

ましてはふれあい広場から西公民館まで広

い範囲で提案を公募いたしました。これは

今、議員がおっしゃったとおり、あくまで

プロポーザルによって各業者、コンサルタ

ント会社でございますが、その企画力とか

技術力を競争させまして審査するためでご

ざいまして、吉中周辺の公共施設を潰すと

いうことが前提となっていたものではござ

いません。現在、基本計画を作成中でござ

いますが、基本計画の中で一部の公共施設

の敷地も含むということになれば、住民の

皆さんの利便性や住民サービスが低下する

ことのないように代替案を考えまして、議

会にお示しをいたします。 

  また、学校との複合施設も検討したいと

思っておりまして、御質問の図書館等でご

ざいますけども、学校との複合施設につき

ましては、例えば子育て世代包括支援セン

ターとか図書館などが考えられますが、こ

うしたことも念頭に基本計画を作成中でご

ざいます。本町の公共施設は先ほどおっし

ゃったように建築年数を相当経ておりまし

て、この機に公共施設再編検討委員会で学

校だけではない全ての施設について検討を

進めたいというふうに思っております。 

  なお、ユーベルホールにつきましてプロ

ポーザルの敷地に含めておりましたが、こ

のユーベルホールを学校の敷地にすること

は考えておりません。あくまでプロポーザ

ルの材料として業者に示したものであると

いうことで御理解をお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私のもとには、ユーベルホールや図書館

を潰すのかと、保護者やユーベルホールを

利用されるコーラスグループの方から何度

も問い合わせが来ています。先週は一緒に

西公民館でお絵かきしている人に、西公民
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館もなくなったらどこで活動するって、そ

んな会話も出てきているのです。私以外は

６５歳、私もまた年追いつくから豊寿荘が

使えますよと言いました。無償で使えます

よと言いました。これはこれで問題で、豊

寿荘の利用法も検討しないといけないと私

は言っていますが、きょうはこの話は置い

ときます。 

  この業者の説明資料のこの地図を見て、

私は、ユーベルホールで学習発表会ができ

る、そういうふうに読んだんです。総合芸

術ですから立派なホールで子どもたちの想

像力をさらに養うことができますし、体育

館の設備が、例えばボーダーのライトやフ

ットのライト、そんなのは要らなくてもい

いかなと。学校の図書室をうまく配置でき

たら図書館と連携がとれて、今、内田部長

がおっしゃいましたように複合施設の可能

性もあるし、双方がよい施設になると、私

はこの地図を見てそう読みました。人それ

ぞれだと思います。私、のうてんきだと言

われるかもしれませんが、ポジティブ、前

向きに考えていってると思っています。子

どもの人数が減ってきて本当に残念で悲し

まなければいけないところですが、常任委

員会で守口市立さつき学園を視察していた

だいて、改めて教育環境を整えることに明

るい未来に向かって進めてほしいと思って

います。 

  それで、ずばりお伺いします。 

  今、ユーベルホールは潰さないみたいな

ことをおっしゃっていただきましたけれど、

ひとまず教育施設であるユーベルホール、

図書館、西公民館は潰さないのですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  先ほど内田部長が答弁いたしましたとお

り、ユーベルホール等については含めてお

りません。ただし、図書館につきましては

学校図書等の関係もございまして、複合施

設については一応今、検討材料という形で

考えているところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西公民館は。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  西公は入っておりません。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  図書館は潰してもっといいものを建てて

ほしいなとかちょっと思ってるんですね。

学校とコラボをするとやっぱり展示が充実

するかなとも思ってるし、今、私たち常任

委員会で佐賀県の図書館を二つ見てきまし

た。特に伊万里市民図書館というのは展示

もされているし、本当に多様化しているっ

ていうことで、今の館長さんも一緒に行っ

たので、実際、今、図書館でそういうこと

も繰り広げていただいていますし、カフェ

も２回やっていただくと広報「とよの」で

見ました。ですのでそこはもしかしたらと

いうことですね。学校建設のために潰しま

せんと言ってほしいんです。こういう聞き

方をしますと、今度は支所と保健福祉セン

ターは潰すと言われそうですが、思いはわ

かりましたのできょうはこれぐらいにして

おきます。 

  ④の質問です。 

  教育委員会会議で何年も協議され、総合

教育会議でこの結論に至った今回の学校再

配置。教育委員は議会が任命同意し議員は

住民の手で選出しています。ですからこの

結論は大変重いと思っています。教育委員

の立場をどのようにお考えですかと聞くと

ころでしたが、新谷教育長も教育委員とい
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うことで答えにくいと思いますので、少し

角度を変えて質問します。 

  私は議員になって５年。この間ずっと教

育委員会会議や総合教育会議を傍聴してま

いりました。その理由は、ずっと学校再配

置について話し合われていたからです。何

か得るものがあると思ってです。議事録を

見ればわかることですが、報告の中で、先

生や保護者が入って議論される、傍聴でき

ない小中一貫充実検討委員会、また、カリ

キュラム部会等を当時の教育次長が丁寧に

報告してくださり、教育委員さんの率直な

思いや考え方を聞いてまいりました。３０

年度から実施してほしかったとおっしゃる

委員も複数いらっしゃいます。老朽化して

きた学校を考えると私もそのように思って

いました。２小２中から１小１中に絞り込

んだ際、東での１小１中を考えなかったの

かということです。このことは昨年１２月

の教育委員会会議で新しい教育委員さんが

熱く語っておられます。豊能町らしい教育

ができるのは東地区であることは、教育委

員皆さん認識された上で、地理的な理由、

児童生徒数の状況で東地区の１小１中を断

念したことは１月の臨時教育委員会会議で

示されています。この１２月の教育委員会

会議でこれまでの議論を整理されていて、

一旦立ちどまって１月の臨時会議で結論づ

けられたと感じています。この重大な結論

をどのような思いででされたのかお聞かせ

いただけますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  今、御質問がありました、いわゆる学校

再配置の検討経過でございますけれども、

我々も平成２０年から順次、まず西地区の

ほうで議論をされてまいりまして、２５年

も西地区の適正配置、適正規模についての

検討をされたと。それを受けて教育委員さ

んが２６年度、１年をかけて議論をされた

というふうに聞いています。その状況は、

いわゆる西地区だけにとどまらず、これは

東地区の子どもたちの減少も当然あり得る

ということで、これは全町的に議論をしな

ければならないという思いで、そして２６

年度かけて、１年間かけて議論をされまし

た。２７年度に、全小中、幼稚園、保育所

の保護者、先生方、校長先生、それから学

識経験者に入っていただいて、改めて全町

の小規模化、小集団化をどのように克服す

ればいいかと。その中には、クラスがえが

できるような発想もありました。というこ

とで議論をされたというふうに思っており

ます。それを受けて骨子が、教育大綱の骨

子ができたというふうに私は理解をしてお

ります。それを受けて、現町長が教育大綱

をこしらえて、これから再配置も考えてい

きましょうという方針でされたというふう

に理解をしております。我々としましては、

その議会でも議論をされた内容も踏まえて、

七つの案から順次、デメリット・メリット

をやってまいりました。その中で、私らと

しては、確かに新に加わっていただいた委

員さんの中に、やはり、東地区でもやはり

考えなければならないかということがござ

いました。しかしながら、改めて時間を置

いて、１月に再度臨時会をもって議論をし

ましょうということで、そしてその委員さ

んがやはり、全体、特に資料を見たり、あ

るいはしていただいて、考えていただいた

上で、皆さん、この吉中のほうの小中一体

型一貫校について理解をするということに

なったと思っております。 

  決して、我々としましては、これを強引

に進めたとかいうことはございませんし、

もし難しければ最終は町長の判断というふ
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うなことも考えておりましたので、決して

それを強引にとか、そういうことは考えて

おりません。それぞれの皆さんの意見を十

分踏まえた上で、全会一致でそういうふう

な形になったというふうには、私は理解を

しております。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前１１時３９分 休憩） 

（午前１１時４１分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  また、１２月の教育委員会、そして議員

の議員間討議で検討というか協議していき

たいと思います。 

  最後に吉川中学の、これは去年の体育大

会の最後の体操です。そしてこれはことし

です。私はこれはもう、この部門で教育力

日本一やと思っています。ですからこうい

う伝統を続けられるように進めていってく

ださい。 

  続いて、（２）の質問に行きます。 

  防災行政無線についてです。放送につい

てです。 

  ９月定例会議で１１月１日に試験放送す

ると答弁いただきました。事前に８時３４

分にたんぽぽメールでも告知されました。

気にせずにいた私は聞こえませんでした。

そして１０時８分にたんぽぽメールで放送

の内容が来ましたが、私は昼過ぎに気がつ

きました。これでは防災行政無線要らんや

んとも思いました。当日、実は吉川小学校

の体育館にいて、誰も騒いでないし大きな

声も出していない中で聞こえない。これで

は何かあったときに子どもたちを守れませ

ん。国の予算措置はありますが、２億8,５

０４万円プラスアルファ何ぼかのお金を使

っています。９月議会に引き続き伺います。

これ以上の手立てはもうないのですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  １１月１日でございますけども、国によ

りますＪ－ＡＬＥＲＴを活用しました全国

緊急地震速報訓練、この訓練が実施をされ

まして、町におきましても防災行政無線を

用いて放送いたしましたが、音量につきま

しては以前に申し上げておりましたとおり、

一遍、音圧・音量を上げてみようというよ

うなことで業者と事前に調整いたしまして、

ほかの団体が放送している音量の1.５倍か

ら２倍でやってみました。放送直後でござ

いますけども、音が割れて何を言ってるか

わからないという苦情ですとか、川西市の

子局とか、町のほかの子局からの音も聞こ

えてきて、逆に聞き取れないとかの電話が

ございました。また、業者も、これだけの

音量を上げるのは音が割れてよくないとい

うふうに言っておりました。そこで１１月

２１日にも国によりますＪ－ＡＬＥＲＴを

活用しました全国一斉情報伝達訓練という

訓練が実施されまして、町もこの防災行政

無線を用いて放送いたしましたが、このと

きの音量につきましては業者と調整いたし

まして聞き取れる最大音量のぎりぎりで放

送をしてみました。そうしましたら、本庁

の外で聞いておりましたが、それはよく聞

こえておりまして、また、住民の方々から

のクレーム・苦情につきましても１１月１

日のときのような電話は一本もなかったと

いうような状況でございました。これまで

もテストいろいろしてきておりましたけど

も、また、このＪ－ＡＬＥＲＴの放送の音
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量につきましては考えられることを全て試

してみましたが、この１１月２１日のよう

に、業者が言います聞き取れる最大音量ぎ

りぎりというところが一番よいのかなとい

うふうに思っております。今後さらにテス

トということは必要かもわかりませんけど

も、町では昨年度に工事を終えたばかりで

ございまして、今年度から運用していると

いうことで、設備としては最新のものとい

うふうに考えておりますが、それでも今お

っしゃったように聞こえにくいというよう

なことも聞きますので、今後とも今ある設

備の中でより聞こえるような対応を業者に

相談しながら行っていきたいというふうに

思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  夕方に、５時に「ふるさと」が鳴ります

が割と聞こえているように思っています。

そこで、試験放送は事前に告知すると決め

られているようなので、テスト週間として

告知していろいろ試しということはできま

せんか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今も申し上げましたとおり、今ある設備

の中では一番よい方法がこれかなというふ

うに思っておりまして、さらなるテストと

いうことは考えてはいないわけでございま

すけども、今後とも苦情がたくさんあるよ

うでございましたらさらに工夫が必要かも

わかりませんけども、テストするとしまし

たら事前にディスクに吹き込んだものを放

送するとか、直接マイクに向かってしゃべ

ってみるとか、今は複製したコンピュータ

の音声でございますので、いろいろ音声も

変えてみることが必要かなというふうにも

思っておりまして、さらにそういう工夫は

していきたいというふうには思っておりま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  １１月２１日、残念ながら組合議会に出

ておりましたので、私、国崎のほうに行っ

てたので、聞こえなかったというのは、聞

けなかったのはちょっと残念でしたけれど

も、この災害時に有効に使える手立てとし

て全自治会、１４自治会の要望があってこ

れは設置されたものだと思っていますので、

その調査をお手伝いいただくとか試験放送

とこの協力体制はどのようになっています

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  試験放送を行いますということは、今、

議員もおっしゃったとおり事前に告知をし

ておりますので、自治会の方々に直接御協

力のお願いということはしておりませんけ

ども、事前に告知をしておりますことから、

注意深く、議員のように聞いていただいて、

聞こえなかったら苦情をいただけるという

ふうに認識はしておりますので、改めての

御協力依頼ということは今は考えておりま

せん。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  続いて戸別受信機の貸与についてです。 

  広報「とよの」１１月号で再度募集した

戸別受信機の貸与について、新光風台の民

生委員さんの方から、この件どう考えてい

るのかお電話をいただきました。私は該当
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する家を抽出して総務課にチェックしても

らうという約束をしていて、リストができ

つつありますと言いますと、その方もチェ

ックしているとのことでリストを送っても

らって、突き合わせをして総務課に持って

いきました。５日くらいで戻ってきました

ので、その民生委員さんと一緒に自治会に

話を持っていき、自主防災にかけてもらっ

て、自主防災会議にかけてもらって、お手

紙と申請用紙をつけてポストインしていた

だいた次第です。地元だけではいけないと

思って、ときわ台、光風台も同じようにし

て自治会の方にお話を持っていっています。

旧村地域は、以前の答弁にもありましたよ

うに、家か倉庫かわからないことと、私自

身時間がなくてできませんでした。一部個

人的にお話しした方もいらっしゃいました

が、ちょっと申しわけなく思っています。 

  さて、なぜこのようにしたかといいます

と、大阪府が土砂災害警戒区域や土石流が

流れてくる可能性のある範囲を指定したと

きに、一軒一軒告知しないのかと、平成２

７年９月と１２月議会で質問した際に、行

政連絡委員会でお知らせし、府や町のホー

ムページや防災マップで確認してほしいと

の答弁をいただいています。これが町の考

え、方針ということでこの行動をとった次

第です。理不尽な指定だと思います。私、

きょう新光風台から駅のほうにおりていく

あのちょうどレッドゾーンです。左手の光

風台小学校ののり面は岩盤です。等高線だ

けで判断されているようなのでとても残念

です。でも今回はこの指定されたところに

貸与ということです。一問一答ですので、

まずその申請の状況、できたら件数をお聞

かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず議員には、今おっしゃったとおり、

西地区の新興住宅地内の土砂災害特別警戒

区域内の世帯にこの戸別受信機の申請の周

知活動していただいたというようなことで

お礼を申し上げたいというふうに思います。 

  その議員の御努力のかいもございまして、

去年はレッドゾーン３件だけの申請でござ

いましたけども、ことしは今現在で土砂災

害特別警戒区域内の世帯からの申請は２０

件でございます。これ以外に避難行動要支

援者からの申請が１件、現在は合計２１件

の申請をいただいているというところでご

ざいます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  次に、工事の日程と今後の対応をお聞か

せください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  工事につきましてはまだこれから、１２

月中旬ごろに避難行動要支援者名簿の対象

となる方に申請書をダイレクトメールで送

る予定をしておりまして、その締め切りが

１月中旬ごろという予定をしておりますの

で、工事につきましては２月に入ってから

行う予定ということになっております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  昨年、４５２件の要支援者で７３件とい

うことでした。 

  私がもう一つ今回の行動をとった理由が

次です。新光風台４丁目、山側の太陽光発

電設備の下の方の家がレッドゾーン同様大

変危険なところです。６月定例会議で建設
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環境部長の個人の感想ですが、生命の危機

を感じておられるというふうに思います。

やはりそのようなところにはこの設備を設

置するのが望ましいと思います。との答弁

がありますし、災害時はシートスに避難を

されています。また、９月議会では、余り

続けるようなことがございましたら拡大は

していくものと思っておりますとの答弁を

いただいています。この要綱の変更で、そ

の他危険な箇所への貸与を考えられません

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  現在、在庫３００台ございまして、今年

度の申請の件数を見ますと来年度も戸別受

信機の在庫というものは見込まれるという

状況にございます。新光風台４丁目にお住

まいの方々につきましては、レッドゾーン

またはイエローゾーンに入っている方もお

られますけども、この来年度も在庫が見込

まれるという状況から、要綱を改正いたし

まして、イエローゾーンとか、子局の音が

聞こえない区域、音が聞こえない状況にも

よると思いますけども、それらの区域など

への拡大も検討する必要があるというふう

に考えております。また、レッドゾーン、

イエローゾーンの問い合わせとか、戸別受

信機の問い合わせそのものは少ないという

状況にはございますけども、せっかくある

在庫でございますので、有効活用ができま

すようにお知らせの方法も含めて検討して

まいりたいというふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ぜひ前向きに検討してください。 

  そして今回、住民の皆様と行政と私、議

会が協働で動けたこと、とてもよかったと

思っています。今後、避難所マニュアル案

ができているということですので、自治会、

自主防災と連携をとってやっていってくだ

さい。 

  続いて、余り時間がありませんので４番

の質問を先にさせていただきます。 

  情報発信についてです。聞いていないよ、

今の戸別受信機のこともそうなんですけど

も、聞いていない、見ていないとか、さま

ざまな場面でそんな声を聞きます。議会で

あれだけ要望していたタウンミーティング、

１４自治会全部回られているのに参加者も

少なかったです。たんぽぽメール入れまし

たかと尋ねても、どうしたらええのとか、

さまざまな情報は広報「とよの」に書いて

あると言ってもなかなか認識してもらえな

いのが現状で残念なところです。それでも、

広報「とよの」は先の情報満載でうらやま

しくも思っています。私は広報特別委員長

をしていて、議会だよりの編集に携わって

いますが報告ばかりです。最近になってよ

うやく議会報告会で出された意見を町政に

反映すべく取り組んでいる現在進行形の記

事をやっと掲載できるようになってきたと

思っています。議長のおかげです。読まれ

る広報づくりは大変難しいと実感していま

す。 

  そこでお伺いします。その広報「とよ

の」で広報されたものがどのように活動さ

れているのか、ちょっと知りたいと思って

います。よい例として、決算特別委員会で

も言いましたが、うきうきヘルシークッキ

ング、２歳児の初めての栄養講座とか、ホ

ームページの健康づくりをクリックすると

しっかりと写真つきで広報されています。

管理栄養士がしっかりされているからだと

思います。それに比べてカレンダーにはこ

としもとよのまつりは入っていません。議
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会の日程は入っているんですよ、きょうの。

ホームページの充実をどのようにお考えで

すか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ホームページの記事につきましては秘書

広報課で集約はしておりますけども、それ

ぞれ記事を書くのは各課の担当にお願いを

しているというような状況で、これまでも

何回もホームページの充実、各議員から、

前は議長からも御質問いただいたようなこ

ともございましたので、もう口酸っぱく言

っているつもりでございますけども、今後

とも口酸っぱく言っていきたいと思ってお

ります。申しわけございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  余り難しいことではないと思うんですね。

私も割と小まめにフェイスブックを投稿し

て更新しています。きょう一般質問します

ということも載せてきました。そんなに負

担ではないと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

  さて、とよののレポーターが誕生しまし

た。とよののレポーターの活動のあり方に

ついて伺います。 

  豊能町の一面を伝えるレポーターとして

活躍してもらいますとありますが、ポータ

ルサイトを見ていると個人差があるように

思います。町もたくさんの行事をしている

ので、とよののレポーターにお願いしてそ

の行事の報告をしていただいてはいかがで

しょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  とよののレポーターでございますけども、

この方々は豊能町の当たり前の日常という

ものを楽しみながら発信をしていただくと

いうことをする取り組みでございます。昨

年度から活躍をしていただいておりますけ

ども、１年間の活動を振り返ってみますと、

レポーターとしての活動に個人差があるこ

とはこれは事実でございます。これにつき

ましてはレポーターの活動への取り組み方

の差でありますとか、またそのスキルの差

というものもあるというふうに捉えており

まして、これはいたし方ないのかなという

ふうに考えております。この町の行事につ

いてのレポーターによる取材とか発信につ

きましては大いに歓迎をしたいというふう

に思うわけでございますけども、これはあ

くまでとよののレポーターは自立をしてい

ただくということが目的でございますので、

その自立に関連をするのかなというふうに

思っております。町からはその行事の案内

とか内容の説明をレポーターに伝えており

ます。これを取材するか、または記事にす

るかということは、レポーターの自主性に

任せたいというふうに思っておりまして、

その取材とか記事をやってくださいという

ふうに依頼までしてしまいますと、それは

命令とか強制につながってしまいかねない

ということで、自主性をおかすのかなとい

うふうに思っておりまして、それら自主性

のことも課題として、レポーターの皆様と

今後とも一緒に取り組んでいきたいという

ふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  新しい言葉で、やらされ感をなくして活

動してもらうというのはとても難しいこと

だと思いますが、１日に複数の行事がある
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ときがありますね。例えば年明けの２月２

日にユーベル寄席と、とよのわたしの研究

室の発表会が日程かぶっています。私、ど

っちも行きたいんですけども体一つです。

ほかにもとよのまつりで、１０時から一遍

に写真の表彰式と生き生き百歳体操の表彰

式と、こっちでは大阪府警の吹奏楽やって

いる。全部行きたいんです。福祉部長にも

言ったんですけどね。体一つやけどどれか

チョイスしてくださいって言われました。

そういうところを細かくやっていただけな

いかなみたいな呼びかけはしていただけま

すでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  確かに行事が重なることはよくあること

でございます。それは調整しようと思えば

各課の担当同士で情報の交換というものも

必要かというふうに思いますけども、調整

できるものは調整をしていきたいというふ

うに思いますので、それは各部長、各課長

にも一度話をしてみたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  次、ごみの減量について質問したかった

んですが、この時間ではちょっと無理なの

で次回に回したいと思います。 

  私も猪名川上流広域ごみ処理施設組合の

議員なので、あちらの状況等鑑みて、もう

少しバージョンアップして質問を考えてい

きたいと思います。答弁考えていただいて

申しわけないんですけどきょうはできませ

んでした。どうも申しわけございません。

これで終わります。ありがとうございまし

た。 

（発言する者あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で管野英美子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

３時といたします。 

（午後０時００分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  午前中の管野恵美子議員の質問に対して

新谷教育長から答弁いただきましたけども、

その際に小中一貫教育なり再配置について

議会で議論いただいたという答弁がありま

したけども、それについての修正をしたい

ということでありますので答弁をお願いし

たいと思います。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  ただいま議長のほうから御指摘いただき

ました、先ほどの管野議員の質問に対する

私の答弁で、議会で議論していただいた案

という点につきまして正確さを欠いており

ましたので、改めてこの場をおかりして答

弁させていただきたいと思います。 

  議会での一般質問でよく質問を受けてい

た案を加えて、教育委員会でその案を議論

したということでございます。 

  以上でございます。申しわけございませ

んでした。 

○議長（橋本謙司君） 

  それでは、次に、永谷幸弘議員を指名い

たします。 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  皆さん、こんにちは。 

  議長より発言の許可をいただきましたの

で、６番・永谷幸弘の一般質問を通告のと

おりさせていただきます。 

  昼一番ということで大変眠たいかもしれ
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ませんけれども、関係ある部長はしっかり

と目を開けていただいて、関係の無い方は

眠っていただいても結構でございますので、

しっかりと明確な答弁をよろしくお願いい

たします。 

  本日、私は５点について質問させていた

だきます。 

  まず通告書１点目の、一部の教材を教室

に置いて帰る置き勉ということについて質

問させていただきます。 

  実は公明党がことし４月から３カ月間に

わたりまして実施しました１００万人の訪

問調査運動の中で、通学用の荷物が重過ぎ

るという、こんな声が児童生徒、保護者か

ら上がっていることを受けまして、ことし

の６月１２日ですね。参議院文教科学委員

会で公明党の佐々木さやか参議院議員が文

科省に対策を要請いたしました。これを踏

まえまして文部科学省は９月の６日に、家

庭学習で使わない教材を学校に置いて帰る

置き勉や、また学期末における学習用具の

計画的な持ち帰りなど、教育現場で実際に

行われている実際の工夫例を示しながら、

都道府県の教育委員会や私立学校事務主管

課などに対しまして、一部の教材を教室に

置いて帰るいわゆる置き勉を認めるなどの

対策を検討するように事務連絡を出してお

ります。ここに文科省から出ております事

務連絡というのがございまして、児童生徒

の携行品にかかわる配慮についてというこ

とで云々と書いてあります。内容的に私が

申し上げた内容と全く一緒でございまして、

また３ページには児童生徒の携行品にかか

わる工夫例とか、具体的にこういう形で文

科省から各都道府県、最終的には市区町村

のほうに行ってると思います。この点につ

いてまず最初に文科省のこの通知について、

教育委員会のほうで認識があるのか、まず

伺いたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今、御質問のありました事務連絡、私も

ここに持っておりまして、十分認識はして

おります。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  全く一緒のこの文科省の通知ですね。見

せていただきました。 

  大正大学の人間学部の白土健教授の調査

によりますと、昨年１１月に都内の小学校

１・３年生の２０人が使っているランドセ

ルについて重さを測定いたしました。結果

は、最高が9.７キロ、平均は7.７キロで、

体重が２０キロにも満たない低学年の子ど

もの通学が大変苦行という、そういうよう

になっている実態が上がっております。諸

外国の事情も調べたところ、欧米諸国とか

韓国、オーストラリアなどでは鍵つきのロ

ッカーですね。そういうものが完備されて

おりまして、実際に教材は置いて帰るケー

スが多いという実態がございます。登下校

もスクールバスとか保護者がサポートしま

すので、１０分、２０分と荷物を背負って

歩くことがございません。まさに重い荷物

は日本独自の文化だというふうに言えると

思います。 

  そこで、本町における小学校・中学校の

現状、現在の現状についてどうなのか伺い

たいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  この文科省からの通知を受けまして、本

町でも実態のほうを調査しております。小
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学校におきましては絵の具や習字道具、お

道具箱等学校に備えておいて定期的に持っ

て帰らせるもの、授業に必要なものや宿題

等で毎日持って帰らせるもの、学校によっ

て多少取り組みに違いはございますが、定

期的に持って帰らせるものや毎日持って帰

るものなどを整理し、児童が一度にたくさ

んの荷物を持ち運びしなくてもいいように

取り組みを進め、学校だよりや学級だより

などで保護者にお知らせをしておりました。 

  また、中学校におきましては平素より教

科ごとに学校に置いてよいものとして、例

えば英語の辞書とか国語の便覧、社会の地

図、音楽の笛ですね。それから美術の絵の

具セット等ですけれども、生徒に指示をい

たしまして、毎日の登下校に負担が大きく

ならないように取り組んでいるところです。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  具体のお話聞かせていただきましたけど、

大体中学校ではほぼ対策をしてるという状

況で、今、とらせていただきましたが、小

学校ではいろいろな話をお伺いしましたけ

ども、学校単位でという解釈で私はとらせ

ていただいたんですけど、４校とも学校単

位で対応するというふうにとらせていただ

きました。要するに置き勉を認めるか否か

は学校の裁量ということで受けとめたんで

すけども、通常的に認めない理由といたし

ましては家庭学習の習慣が身につかないと

か、また教室の美観ですね。また、盗難・

紛失があるということで、そういう、なか

なか置き勉が進まないという状況は私も聞

いておるですけども、しかしながら体重の

２０から３０％もある荷物を長時間持ちま

すと健康に悪影響があるとの調査もござい

ます。その調査によりますと、まず背骨が

ゆがむ側弯症が考えられまして、さらに日

常的に体へ過度な負担がかかることで神経

を圧迫し、ヘルニアの症状が出る可能性も

あると言われております。また、膝や腰、

股関節など下半身への影響も懸念されてお

ります。体重６０キロの人の場合は立って

いるだけで腰には３６キロの負荷がかかる

とのデータもありまして、子どもは関節が

未発達なために下半身の関節が変形するお

それもあると言われております。 

  先ほど小学校４校、各学校ごとに対応を

されているというふうに答弁を私は聞いた

んですけれども、これはもう実質、今のよ

うな調査からしたら町単位でやはりきっち

りとすべきであると考えました。この点に

ついて考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今後につきましては、この出されました

文部科学省の児童生徒の携行品に係る工夫

例を参考にいたしまして、学校での持ち物

の管理や宿題の出し方等についても児童生

徒や保護者にわかりやすく伝えていきなが

ら、児童生徒の負担が大きくならないよう

な取り組みを推進していきたいと考えてい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  具体的な推進を進めていっていただきた

いと思いますが、今後の方向性といいます

か、町として特に小学校ですね、具体的な

時期について、先の話ですけども、具体的

な時期についての考えがあればお伺いした

いと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 
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○教育次長（南 正好君） 

  時期についてでございますけれども、な

かなか学期途中とか年度途中というのは難

しいところがございますので、できました

ら来年の４月をめどに考えていきたいと思

っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  来年３１年４月ということで、一応方向

性を聞かせていただきました。 

  続きまして通告書２点目の、学校での熱

中症対策について質問いたします。 

  この点につきまして、私、平成２６年３

月定例会議におきまして、学校等における

熱中症対策について質問をしております。

当時の教育次長からは、保健だより等によ

って熱中症予防のための工夫について児童

生徒への注意喚起を行っておりますと、そ

れからまず教育委員会としても、校長会そ

れから保健担当者会等で注意喚起を行いま

して教員への情報共有を進めていくという

ことを行っておりますとの答弁を実際いた

だいております。特に熱中症に関しまして

は、春から夏へ急激に気温が上昇している

ことに体がついていかず、つい自分自身を

過信しまして熱中症で病院に搬送されると

いうニュースが他人ごとではございません。

特に活発に活動する小中学校の児童生徒に

はそういう危険に対しての対処を知らせる

とともに、水分補給などの環境整備が必要

と考えております。子どもたちの夏場の熱

中症対策といたしまして、先ほど教育次長

からのいろいろな話がございましたけれど

も、やはり飲みやすい冷たい水で適切な水

分補給ができる、そういう一般的なウォー

タークーラーですね。冷水機を導入する学

校が現実的にふえてきております。ことし

の自然災害と言うべき猛暑によりまして、

熱中症によりまして児童生徒が多数搬送さ

れているのも事実でございます。熱中症と

は、室温や気温が高い中での作業や運動に

よりまして、体内の水分や塩分、ナトリウ

ムなどのバランスが崩れまして、体温の調

節機能が働かなくなって体温上昇、目まい、

体がだるい、ひどいときにはけいれんや意

識の異常など、さまざまな症状を起こす病

気でございます。熱中症は日差しの強い屋

外だけではなく、室温や湿度の高い室内で

も、暑さによって徐々に体力を消耗するこ

とで起こることでございます。特にこれか

らの季節というか、夏場ですよね。梅雨に

向かって気温が上昇する季節には体がなれ

ていないためにより一層小まめに水分補給

をとることが必要だと専門家の方々も言っ

ております。 

  そこでまず、本町の小中学校における冷

水機、ウォータークーラーの設置状況につ

いてまず伺いたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  冷水機の設置状況でございますが、小学

校はどこの小学校にも設置はございません。

中学校につきましては東能勢中学校に４台、

吉川中学校に５台の設置がございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  東能勢中学校４台、吉川中学校５台です

ね。小学校には設置されてないということ

なんですけども、中学校に設置されており

まして小学校に設置されてないということ

なんですが、簡単な質問なんですけども、

中学校に設置されていて小学校に設置され

ていないというその経緯ですね。もしわか

ればお伺いしたいと思いますが。 
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○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  冷水機の設置なんでございますけれども、

大半はＰＴＡの方に購入をいただいたもの

がございます。あと過去にも備品で整備し

たこともございましたが、それについては

多分もう備品としては残っていないのでは

ないかなと考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  中学校ではＰＴＡが中心で設置されたと

いう認識はとったんです。小学校ではその

ＰＴＡからのお話はないから設置されてな

いという解釈でいいですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  経緯等ははっきりとはわからないんです

けれども、やはり中学校はクラブ活動等を

活発にしておりますので、そこの中でＰＴ

Ａが水分補給のために購入をしていただい

たのかなというふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ＰＴＡさんが中心で設置されているとい

うことなんですけれども、現在私も見守り

しておりますが、特に児童ですね。小学生

が学校行く、登校するときに水筒を持って

いっております。特に子どもたちには熱中

症対策として、まず家庭から水筒を持参し

まして水分補給を行えるようにしていただ

いておりますけれども、保護者や子どもた

ちからよく聞くのが、水筒だけでは足りな

いと。必ず水がなくなったら補充してるん

ですね。子どもたちは水筒が空になった場

合どうしているかというと、がまんをする

か、また水道の水を飲むか、友達にもらう

という、そういう状況がございます。保護

者からは、水道水を飲ませることとか、ま

た、友達の水筒を回し飲みすることへの抵

抗があります。また、毎日子どもに水筒を

持たせるわけですけれども、本来なら家庭

において持たせる準備をしていただくこと

が大事ですけれども、場合によっては用意

ができなかったり、持たせることができな

い家庭も実際ございます。熱中症予防対策

についての調査によりますと、９割の方が

小まめに水分を補給するという、そういう

回答もございますので、今、先ほどのＰＴ

Ａが中心となって、中学校には東能勢４台、

吉川５台と。小学校は中学校みたいにクラ

ブ活動が少ないので設置されていない状況

なんですけれども、現実的にことしの猛暑、

自然災害といいますか猛暑がありまして、

そういう熱中症のリスクを防ぐためにも学

校教育委員会が中心となって、特に小学校

にも冷水機というのを設置が必要だと考え

ますが、この点についての考えを伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  水分補給の方法でございますが、小中学

校とも、今、議員が言われましたように、

子どもが水筒にお茶を入れて持参して水分

を補給しているような状況でございます。

中学校におきましては暑い時期に別途お茶

を用意しておるわけでございますけれども、

余り生徒は飲まない状況です。また、クラ

ブの間には夏の期間はスポーツドリンクで

の水分補給も認めているというような状況

でございます。現状の対応で、今現在、特

段問題は生じていないと考えていますが、
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今後、猛暑等で問題等が生じれば学校等と

協議し、また対策のほうを講じていきたい

と考えています。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  今後の話ということなんですけれども、

実質的にことしはたくさん、ひどい猛暑と

いうことで実際ございましたので、この点

については１歩も２歩も前進して考えてい

ただくようによろしくお願いしたいと思い

ます。 

  続きまして、通告書３点目の肝炎ウイル

ス検査の受診率向上について質問させてい

ただきます。 

  厚労省によりますと、我が国のウイルス

性肝炎の感染者と患者は現在約３５０万人

と言われておりまして、そのうち肝硬変と

か肝臓がんの患者が全国で毎日１００人も

命を失っております。肝臓がんの原因の約

８割がＢ型やＣ型の肝炎ウイルスの感染に

よるものと言われておりまして、最近では

Ｂ型、Ｃ型ウイルス性肝炎の治療薬の効果

は飛躍的に向上しておりまして、病気が治

る可能性が高くなっておりますが、肝硬変

とか肝臓がんなど重症化してからでは治療

が長期化するばかりではなく、治療費です

ね、これが高額で、年間数百万円もかかる

ケースも実際出ております。一番大切なこ

とは早期発見と治療の重要性を広めること

が大事であると考えております。 

  そこで、本町におきまして肝炎ウイルス

検査を受診する、町民さんが受診する機会

があるのかどうか、この点について伺いた

いと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  本町におきましては、年齢条件や過去に

受診していないというような条件などがご

ざいますが、特定健康診査を町内の指定医

療機関で個別に受信される場合は、個別健

診と同時にでございましたらＢ型及びＣ型

の肝炎検査を受診していただける機会を設

けてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  特定健康診査、私もことしというかいつ

もやってますけども、今回初めて肝炎検査

させていただきました。町のホームページ

には平成３０年度、成人の健康事業案内、

ことしの分ですけども、肺がん検診、結核

検診ですね、肝炎検査とも特定健康診査と

同時実施可能との案内が載っております。

そして対象者は検査日当日満４０歳の住民

さん、また満４０歳以上の方のうち過去に

肝炎検査を受けたことのない住民とされて

おります。これは明確にホームページに書

かれておりまして、私も実際それを見て肝

炎検査をしたほうなんですけども、そうい

うことで特定健康診査時における過去３年

間、平成２７年から２９年度のその肝炎ウ

イルス検査を、Ｂ型及びＣ型になりますが、

その受診率、男性・女性等ですね。わかっ

ておればお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをいたします。 

  平成２７年度につきましては男性が２名、

女性が４名の計６名でございます。平成２

８年度は男性１名、女性１名の計２名。平

成２９年度は受診者がゼロという状況でご

ざいます。 

  また、受診率でございますが、既に受診
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しておられる方の受診率につきましては、

過去に個人で個別に受診をされている方な

どがおられますので、町で把握してるとい

うことが全部把握するということはできま

せんので、率ということは数値化でできな

い状況でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  結構少ないというふうにとるのです、私

としましてはね。ここに厚労省から出てお

ります、平成２６年度の４７都道府県のＢ

型、Ｃ型肝炎ウイルス検査の受検者数、こ

れは都道府県ですから、大阪府で何ぼかと

いうのが出てるんですけどね。ここに載っ

ておりますのは、Ｂ型肝炎につきまして４

７都道府県のうち大阪府は下から１３番目

という受診率です。Ｃ型肝炎つきましては

下から９番目という状況。かなり低い状況

で、受診率がございます。豊能町、大阪府

内の４３市町村で豊能町がどこにあるかと

いうと、これは非公式なんですけども、実

質的に非公式ですから余り言えないんです

が、いただいている資料によりますと、豊

能町の肝炎ウイルス、平成２７年度は下か

ら３番目です。こういうかなり低い受診数

というか受診率というか、これが現実でご

ざいます。 

  何で低いんかなということで私も考えた

んですけども、町のホームページには当然、

当然というか実際載っておりまして、なか

なか町のホームページを開けて見る方とい

うのは大変少ないのかなという気がしてお

りまして、また、広報「とよの」の中にも

チラシがありました。私ちょっと見落とし

てたんですけども、それにも肝炎検査の記

事が載ってるということなんですが、実質

的には各町民さんにはこういうふうに封筒

で案内状と受診券が二つ入ってまして、こ

の紙はその御案内ということで、今、入っ

ております。表が各集団検診の日にちとか

場所、また、個別検診の医療機関のところ

と住所と書いてあるんですけれども、この

裏側に検査内容が載っておりまして、その

中に先ほど言いました肺がん検診と結核検

診というのがまさしくそのとおりに書いて

あるんですよね。できますよということで。

これは当然無料ですから、無料でしますの

で。ところが集団検診、個別検診の区別は

ありますけども、肺がん検診は集団検診の

ときできますよと。結核検診は個別検診で

きますよと書いておるんですが、肝炎検査

は全く載ってないという状況です。私もこ

れを見て、たまたまホームページのあれを

見たときに、確認したときに肝炎検査が載

ってるという状況でした。ですから私もこ

れは、一番大事なこれには載ってなくてホ

ームページ等には載ってるという、その辺

の整合性がないので、その辺はどのように

考えてはるのかちょっと聞きたいと思いま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  議員がおっしゃいましたように、確かに

ピンポイントで対象者に届きます受診券、

これの発送時に同封させていただく案内に

は今まで明記をしてございませんでした。

それにつきましては今後善処させていただ

きたいと思ってございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  内容については先ほど入りましたけど、

ホームページで確認する方は大変少ないと

思いますね。ほとんどの方がこの手元に届

く、郵送で来る特定健康診査の案内状の内
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容を確認する方がほとんどかなというふう

に思っておりますので、実質私も、先ほど

言いましたけど、特定健康診査を受診しま

したけれども、この案内状だけを確認して

いましたので、無償で肝炎のウイルス検査

を受けることは知らなかったという状況で

す。ですからやっぱり、先ほど言いました

けど、早期発見と治療というのは一番大事

ですので、その重要性を広める一助として、

また受診率というか受診数の向上を図るた

めにも、この郵送される特定健康診査の案

内状に、何回も言いますけど肝炎ウイルス

検査の案内記事を即対応させていただいて、

来年度から対応できるかどうか、再度この

点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  受診率向上の取り組みということでござ

いますが、過去３年間におきましては検査

において陽性となった方はたまたまいらっ

しゃいませんでしたけれども、今後も受診

率の向上を図り、肝炎の重症化を予防する

ため、住民の方々にウイルス性肝炎に関す

る検査の勧奨に努めてまいりたいと考えて

ございます。ですので次回から、特定健診

の受診券を発送する際にも肝炎検査の案内

を実施するようにさせていただきたいと思

ってございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ３１年度から実施ということで確認させ

ていただきました。 

  続きまして、通告書４点目の介護マーク

の普及について質問いたします。 

  その介護マークというのは、私もなかな

か勉強不足でわからなかったんですが、こ

ういう、「介護中」という、こういうマー

クがあるんですけども、これ名刺よりも若

干大きいサイズのカードに、私はこの名刺

サイズにちょっと入れておりますが、こう

いう介護中という、そういうことがござい

まして、介護中の文字を両手で支えるイラ

ストが書かれております。実質使う場合は

こういうケースに入れて使ってらっしゃる

か、もしくは財政があるところはこの腕章

という形があるんですけれども、介護マー

クは介護をする人が介護中であることを周

囲に理解していただくという、そういうた

めのできたマークということで聞いており

ます。 

  実はこれ、静岡県が平成２１年７月に行

いました認知症介護家族者との意見交換会

等で、介護家族から、介護中であることを

表示するマークを作成してほしいという要

望があって静岡県で生まれたものでござい

ます。妻を介護する男性から要望が寄せら

れたのがきっかけであったということで、

アルツハイマー病の奥さんを介護する男性

は介護マークを利用した感想をこう話しま

したと。実際の話なんですが、これまでと

異なり周りの人から不審な目で見られなく

なったということですね。介護マークの活

用場面の例といたしましては、介護してい

ることを周囲にさりげなく知ってもらいた

いとき。また、駅とかサービスエリアなど

のトイレでつきそうとか、そういうときな

ど。また、男性介護者が女性の下着を購入

しなければならないときだとか、病院で診

察室に入る際に、一見介助が不要に見える

のに２人で入室するときなど、周囲から誤

解や偏見を持たれることがないように、介

護する方が介護中であるということを周囲

に理解していただくために、また、在宅介

護者を支援する取り組みとして全国初の介

護マークを作成しまして、静岡県では平成
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２３年４月、約７年前から、もう配布する

取り組みが行われております。この普及を

厚生労働省が全国の自治体に呼びかけてお

ります。厚労省は事務連絡ということで、

介護マークの普及についてということで出

しておりますけれども、これは平成２３年、

７年前ということで、厚労省からこういう

介護マークについてと出ておりますが、こ

れについても具体的な静岡県からの要望と

か、これも添付されておりまして、それか

ら７年という日にちが過ぎておりますけれ

ども、まずこの厚労省から出ておりますこ

の事務連絡について、本町として認識ある

のかどうか、この点についてお伺いしたい

と思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  その取り組みにつきましては、先ほど、

るる議員のほうから御説明がありましたよ

うに、静岡県から派生したといいますか、

静岡県からの要望で厚労省に対して全国的

に普及を図ってほしいという要望がござい

まして、先ほど議員がおっしゃいました平

成２３年１２月に厚労省のほうから各都道

府県の民生部局宛に、それぞれの都道府県

館内の市町村へ介護マークの普及について

周知するよう事務連絡があったということ

は承知してございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  認識があるということで理解させていた

だきました。 

  本町の高齢化率、先ほどもいろいろ一般

質問で出ておりましたけども、かなり高い

んですね。平成３０年、ことしの９月末現

在で４3.５％です。高齢化率が４3.５％と

いうことで、現在、そのうち介護認定をさ

れている世帯はどれぐらいあるのか。世帯

というか人数というか、もしわかればお伺

いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  世帯数ということでございますが、世帯

数につきましては、申しわけございません。

システム上も含めましてちょっと把握はし

てございませんが、介護認定者数につきま

しては、この９月末で男性が４４０名、女

性が８９３名で、合計いたしますと1,３３

３人で、６５歳以上人口が同じく９月末で8,

５８３人でございますので、介護認定率と

いたしましては１5.５３％となるものでご

ざいます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  １5.５３％が介護認定率ということでお

伺いしましたけれども、高齢化率と比べる

と３分の１の方がもう介護認定という解釈

になると思うんですけれども、この現状を

鑑みまして、本町としても先ほど紹介いた

しました介護マークですね、これの周知・

配布して介護者に対する手助けしていくべ

きであると考えますが、この点について本

町の考えをお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  近隣の北摂７市３町、豊能町以外の７市

２町、これの状況を見ますと、茨木それか

ら吹田、摂津におきましてホームページ上
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で介護マークについて取得ができるように

なっていることを確認をさせていただきま

した。介護者が精神的に苦労を感じること

なく、安心して介護できる環境づくりは本

町におきましても必要なことは認識をして

ございます。 

  今後につきましては、関係団体、具体的

に申し上げますと介護者家族の会の方々や

実施している近隣の自治体等の御意見を参

考にさせていただきながら、取り組みにつ

いて検討してまいりたいと考えてございま

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  介護者家族の会との調整というか、いろ

いろな意見を聞いていただくということは

大事だと思います。 

  近隣の自治体の御意見というのはよくわ

からないんですけれども、高齢化率がこん

だけ上がっているのに、近隣の自治体等の

御意見を参考にしながらという答弁、今あ

ったんですけれどね。これちょっと私もよ

くわからないんですが、再度、これはどう

いう意味かお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  先ほども申し上げましたように、７市２

町の中で３市が実施なさっておられるとい

うことで、あと例えば豊中とか高槻とか、

大きいところもまだ実施をなさっておられ

ないということで、それはまだなのか、そ

れとも検討されていろいろな課題があった

のでまだ実施を見送ってるといいますか、

広報を見送ってるといいますか、そういう

ことなのかという、どのような経緯で今ま

だ積極的に介護マークの普及についてはさ

れておられないのかということを、ちょっ

と意見を聞きながら、町としても参考にさ

せていただきたいということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  実質、本町は高齢者の３分の１が介護認

定されている現状ですね。まさしく大変な

状況かなというふうに思っておりますので、

もう待ったなしの状況であると考えており

ますので、今後いろいろな市町村の状況も

調査していただきながら、迅速な対応を期

待いたします。 

  最後、通告書５点目の、防災重点ため池

の管理について続いて質問させていただき

ます。 

  昨年９月の定例会議の一般質問におきま

して、防災重点ため池の管理について質問

しております。その年の６月の豪雨により

まして、福岡県で大きな被害が発生し、特

に決壊したため池によりまして甚大な被害

をこうむっております。特に大阪府におい

ては防災重点ため池は８３９カ所ありまし

て、その中の詳細調査が必要なため池は３

９２カ所ございます。 

  そこで、本町における防災重点ため池と、

詳細調査が必要なため池数に、その当時質

問を行いました。当時の部長からは、防災

重点ため池は３カ所ありまして、３カ所の

うち詳細調査が必要なため池というのは２

カ所、その２カ所のうち１カ所はもう既に

実施済みということでお伺いしております。 

  ため池は御存じのとおり、農業用水を確

保するためにつくられた人工池であります。

全国で約２０万カ所ございまして、６割が

瀬戸内地方に実際集中しております。都道

府県別に見ますと２０１４年３月時点で兵
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庫県が４万3,２４５カ所と最も多くござい

まして、次に広島県の１万9,６０９カ所、

また香川県の１万4,６１９カ所と続いてお

ります。一方、最も少ない東京都は８カ所

ということでございます。 

  ことし７月の西日本豪雨で決壊しました

３２カ所のうち２９カ所が都道府県が選定

し、堤、堤防ですね、堤の補修などを優先

的に進める防災重点ため池でなかったこと

も背景にございます。 

  そこで、農水省が西日本豪雨を受けて実

施した全国ため池緊急点検の結果、８月末

時点を取りまとめておりまして、平成３０

年７月１９日から平成３０年８月３１日ま

でに全国８万8,１３３カ所のため池で緊急

点検を実施したところ、点検において今後

の豪雨や台風等に備えて応急措置が必要と

判断されたため池が2,５４０カ所確認され

ております。そこで、この本町におきまし

て応急措置が必要と判断されたため池に該

当するため池があるのかどうか、この点に

ついて伺いたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  ７月豪雨後のため池の緊急点検につきま

しては、近畿農政局と大阪府の協力を得ま

して調査をしていただきました。応急措置

が必要ということのため池については３カ

所あるということでした。そこで、台風に

備えて地元のため池管理者に対して、土の

うとかビニールシートの設置や経過観察等

の対応をお願いしてきたところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  あと、１１月１４日に農林水産省が西日

本豪雨で決壊が相次いだということで、被

害拡大の一因とされるため池について、今

後の防災対策の指針を発表しました。これ

はマスコミ等で流れてたんですが、例えば

家屋や公共施設から１００メートル以上離

れていない全てのため池を、対策を優先的

に行う防災重点ため池に指定することにし

ましたと載っておりましたが、この点を考

えた場合に、本町における防災重点ため池

というのはあるのかないのか、この点につ

いてお伺いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  豊能町のため池の数ですけれども、平成

３０年の４月のデータベースでいきますと

２２７カ所ございます。そのうち水防ため

池については７カ所。７カ所のうちに防災

重点ため池については吉川地区に３カ所あ

るということでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ということは、先ほど３カ所というため

池の数をお聞きしましたけど、それと全く

一緒という解釈でいいんですかね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  先ほどの応急措置が必要となるため池に

ついては３カ所あると言いましたが、これ

についてはこの重点ため池とは別のため池
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でございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  あと、耐震診断なんですが、これもなか

なか、民有地とかいろいろなことでなかな

か進みにくいことなんですけども、現在そ

の豊能町でため池について耐震診断実施済

みのため池が何池あるのか、この点につい

てお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  豊能町内の重点ため池については３カ所

ありまして、そのうち耐震診断を実施した

ため池については１カ所のみということで

ございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  先ほど、農林水産省が言っておりました、

新たな指針を設けるというのが、またこれ

から出てくると思うんですけども、それが

公的なため池なのか民的なため池なのか、

それはこれからの詳しい話だと思います。

実質大事なことは、農水省が全国ため池緊

急点検の結果についてと題しまして、応急

措置が必要と判断されたため池については

災害復旧事業や圃場事業などにより必要な

復旧整備の実施を進めていくとしておりま

して、これらため池の速やかな防災・減災

対策の実施に向けて、技術的な助言や圃場

事業により支援を行っていくというふうに

９月６日にプレスリリースしております。

今後の動向をしっかりと見据えながら、速

やかな防災・減災対策の実施に向けて取り

組んでいかれることをお願いいたしまして

一般質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、永谷幸弘議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩します。 

（午後１時４３分 休憩） 

（午後１時４４分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ただいま、議長より御指名をいただきま

した西岡でございます。これより一般質問

をさせていただきます。どうぞ具体的な御

回答をよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

  まず住民説明会で添付されました資料で

あります、公立小学校・中学校の適正規模、

適正配置等に関する手引きについてであり

ますけれども、この中で学校再配置という

ようなことも出ておりまして、ただ、今回

の学校再配置はその結果、もし、そのまま

いくとしたら東地区の学校が廃校になると

いうこともあり得るわけですけども、そう

なったときの問題点と対応についてまずお

聞きしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  教育大綱にお示ししている内容につきま

しては、既に御承知のとおりだと思ってお

ります。いわゆる六つの小中学校を一つに

まとめて小中一体型、小中一貫教育の一体
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型の学校を西地区に、吉川中学校周辺に設

置するという内容でございます。その際、

東地区においては特に教育委員会が所管し

ております児童育成室並びに東地区におけ

る放課後居場所づくり、この件、それから

適応指導教室には現在西にございますけれ

ども、そういうものにつきましても東地区

に確保していかなければならないと思って

おります。また、通学バスの運行時間とか

そういうものについても順次考えていかな

ければならないと思っております。これは

説明会でも説明しておりますけれども、保

護者の方々と十分協議しながら検討してま

いりたいというふうに思います。そのほか、

学校がかかわっている地域のさまざまな活

動の中で、例えば学校地域校区青少年育成

協議会というものもございまして、それら

については地域の方々、ＰＴＡの方々、ま

た青少年指導委員のそのほかのさまざまな

団体の方々と今後協議してまいりたいとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  私、今いろいろ対応ですか、聞いてるん

ですけども、一番肝心なのは、何でそんな

急いでばたばたしてるのかなという感じが

しておるんですよね。平成２０年から云々

の話ありますけれども、ただ、この一番問

題になっておるのは再配置の隠れみのにな

っている廃校という問題、これに対して全

く対応も議論もないわけですわ。そんなに

急いでどこ行くのという感じなんですけど

ね。財政的な問題でそんなに急いでいるの

か、何が原因でそう急いでいるのか、まず

お答えいただきたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  先ほど文科省の平成２７年の公立小学校

中学校適正規模、適正配置に関する手引き

というのを住民の皆さん方、あるいは保護

者の皆さん方の参加者にはお配りしており

ます。その中では、いわゆる学級が単学級

になります。そういうときには文科省では

適正規模の学校、あるいは集団ではないと。

できるだけやはり先生の配置もきちっとで

き、また子どもたちのさまざまな教育活動

が十分にできる環境を整えなさいと、そう

いうことで、小中学校とも私どもとしては

単学級になっていくことについては速やか

に検討しやっていきなさいという、文科省

の一つの指針というのがございます。その

点について、これは平成２０年から危機感

を持って議論されてきたと。そして２８年

に答申をいただいて、今現在、議論をした、

積み重ねた結果、この教育大綱になってい

るというふうに理解をしております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  私もこれ全部読んだんですよ。全部読み

ましたか。そういうことを書いてます。た

だし地域によってはいろいろな事情がある

だろうと。地域の事情に応じて対応しなさ

いと。地域が、学校がその地域の核になる

場合は、その核をなくするということは地

域をなくする、ひいては町をなくするとい

うことにもなりかねない。だから十分に地

元のその地域、そして保護者の方、それに

関係する方と十分な話し合いをした中で協

力体制をとってやっていきなさいと。だか

ら私はこの教育大綱にしても、改定された

教育大綱ですね。町長ね。これなんか改定
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の内容、一番大きいのは西地区につくるい

うことですわ。だけど教育大綱って本来、

教育の中身をどうするかっていうことを書

くもんであって、私、いろいろな教育大綱

見たけども、西地区にここにつくれという

ような教育大綱を見たことがない。それは

別として、住民さんと、今、この前言った

のは地域活性化、地域創生は地域の活性化

であると、住民さんと一緒になって町をつ

くりなさいということが原点になってる。

だから説明会の中で、これ学校の問題だけ

じゃないよと。まちづくりも関連してるよ

ということで言ってる。だから別にこれは

一応その指針として参考にしてくださいと。

ただしこれ最後に書いてますやろ。別にこ

れを全てということではないと書いてます

やろ。やるのは市町村ですけども諸問題に

正面から向き合い、保護者や地域住民とと

もに調整し、話し合いし、整地分析し、そ

の結果、共有をした上で進めていきなさい

と。いろいろな学校の形があるわけですよ。

この間うちの事務局が、地方議会人これを

コピーしてくれました。いろいろな形の小

中一貫校あるんですよ。私は別に小中一貫

校を反対してるわけじゃないんですよ。小

中一貫校で地域を活性させ、地域創生に向

けて国もやろうということを言ってるわけ

です。だから、ただ単に学校の問題だけじ

ゃないわけですよ。その点で、何で学校を

なくすのか。それと、今までずっとやって

きた教育委員会さんの中でも、一番、当初

何を言ってるのか。これはコストカットの

問題じゃないですよと。子どものためにや

るんですと。いわゆる財政は無視して子ど

ものためにいい教育、小中一貫校をつくり

ましょうと。それともう一つ、東はもう既

に子どもが少ないから、これはもう小中一

貫校やなと。何やったらまず東を見本とし

てやってみて、そんでその後に西地区行っ

たらどうやということも言うておるんです。

ところが教育委員会の会議録見ても、その

後の議論が何も載ってないわけです。東で

やったらどうやと、まず試験的に。いった

らモデル地区として小中一貫校やってくだ

さいと。その意見がどこでどう消えたのか、

ちょっと答えてください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  モデル地区としての東地区における小中

一貫教育というふうなお話でありますけど

も、我々としましては全町的に物を見まし

て、豊能町の教育のあり方、これは先ほど

も何度も申し上げておりますけども、子ど

もたちの減少によって今の教育環境が維持

できないというのが大きな理由であります。

例えば今現在、東能勢小学校、中学校の児

童生徒数は小学校１５０名、中学校は９７

名でありますけれども、それが５年後には

３分の２になって、あるいは中学校が平成

４２年には４３名。現在子どもが４月から

１１月まで、この１１月末まで出生数が現

在４名というふうな状況も聞いております。

東地区です。ごめんなさい。東地区は４名

というふうに聞いてます。そうなってくる

と児童生徒数が減るだけじゃなくて先生の

数も減ってまいります。果たして今の教育

状況が同じように維持できるかといったら、

これはできないということで議論をした結

果、東地区に１小１中をしたとしてもそう

いう状況が生まれてると。これは教育水準

の確保というのは教育委員会の大きな任務

であります。その中で、今後、将来生まれ

てくる子どもたちあるいは今生まれた子ど

もたちの教育環境を考えたときに、果たし

て今の状況で東地区に１小１中、今も１小

１中ではあります。そういう状況を果たし
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てずっとこれから続けていくのかいうのが

非常に我々としては教育の質の確保につい

ては非常に懸念をしております。それは教

育委員さんのほとんど同じ感覚かと思って

おります。そういう意味から、やはり東地

区での小中一貫教育については非常に厳し

い。これは西地区でも同様に、いずれそう

いう状況になってくる。それであればやは

り一つにまとめてやっていくというのが小

さな町での教育のありようかなというふう

なことで、そういう結論に達したというこ

とでございます。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○教育長（新谷芳宏君） 

  手引きの話でありますけど、これは確か

に地域の核としてのコミュニティと、ここ

にある学校というのの重要性も書いてござ

います。しかし、学校再配置というのはそ

の前段に書かれてありますけども、学校規

模の適正化の検討はさまざまな要素が絡む

困難な課題ですが、あくまでも児童生徒の

教育状況の改善の観点を中心に据え、学校

教育の目的や目標をよりよく実現するため

に行うべきものというふうに思っておりま

す。子どもの育ちを第一に考えたときには、

いろいろ今、御指摘の点もございますけれ

ども、子どもの教育を最優先に考えた場合

にはやはりこのことを肝に銘じてやってい

かなければならないかなというふうに思っ

ています。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  教育委員会の委員の大半の方がそう考え

てるという話でしたけども、教育長、新谷

さんになってからですわ。２９年、８年の

後半から９年にかけて教育委員会やってま

すね、会議を。その中でもやっぱり地域を

生かして教育でまちづくりをしなさいと言

ってるんですよ。それぐらいの根性を持っ

てやらんと、何が教育日本一ですか。教育

日本一いうことは国に先駆けて町をどう立

て直すか。教育で立て直すぐらいの意識で

やらなあかんですよ。委員さんの中でも言

うてますやんか。何で学校をなくすんです

かと。東には東の独特の文化があるでしょ

うと。生きがいがあるでしょうと。東地区

は子どもに生きがいを感じている人がたく

さんおるんですよ。地域があるんですよ。

地域が学校を支えてますよ。今、文科省が

言うてる今後の地域創生に向けてはコミュ

ニティスクールをつくっていきなさいとい

うことも言うてるんです。そういう検討も

何もしてないですよ。やってますか。答え

てください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  地域コミュニティを大切にしながら、い

わゆるコミュニティスクールをどう考える

かどうか検討しているかということでござ

います。我々としましては平成２０年ごろ

から学校地域支援本部というのを立ち上げ

まして、それを地域の方々に協力を求めな

がら、学校の支援並びに学校のそういうも

のをずっとこの間、国が言い出してすぐに

立ち上げてやっておるというふうなことで

ございます。それをより充実させるという

のがコミュニティスクールというふうに認

識しておりまして、決して何もしてないと

いうことではございません。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 
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  何もしてないって、だからその結果どう

なったかいう報告も何も、その一般のとこ

へ出てこないわけです。はっきり言ってこ

の説明会の中で情報の共有が全くできてな

い。だから、何か知らんけど言うてること

と回答とが、答弁とが物すごいすれ違って

全然答弁になってないわけです。だからあ

あいう怒号になるわけです。だから要する

に何て言うんかな、全体的に町長も言うて

はるけど、これ多分、教育、町長が入って

る全体会議ですかな。あの中でも町長言っ

てた。これは多分地域で納得してくれない

だろう、文句が出るだろうと言うてはる。

それだけの問題なんだから、こういう、多

分こういう質問がくるやろ、これに対して

はこうやというあれができてないんです。

質問したら、いやこれはこうです。全然あ

れ説明会じゃないですよ。報告会ですよ。

はっきり言ったら。だから何言ってんの、

そんな質問してへんやないかという話があ

りました。それは置きましてね。だから今

後、教育長が今までいろいろやってきまし

たと。私は今までやってきたのは対応して

なくて適応してるんですよ。こうなりまし

た、こうですよ。こうなったからこういう

ふうに変えようというあれが全く見えない。

だからこのままいったらもう本当に豊能町

はどっち行くんかないう感じで。こないだ

事務局で研修がありまして、亀岡から帰っ

てきました。２６号線のとこ来て、ここが

分水嶺ですわって。右に行ったら大阪で左

に行ったら亀岡や。小中一貫校はまさしく

町を左右する分水嶺の一つですわ。間違っ

たら変なとこ行きます。だからここで慎重

に、慎重な上にも慎重にやったらええんち

ゃう。何で先に、私あんな予算が出てくる

のかなという気もしてました。だから基本

計画立てるいうことやけど、基本計画の前

にもっとやらんなんことあったんちゃうか

な。それは教育委員会は子どものためにだ

け考えたらええと思ってるけども、今回は

地教法か何かが変わって、要するに教育大

綱、町長が出す、権限持って、これは町も

一体になって、教育委員会だけやのうて町

も全体でやっていこうという話ですよ。そ

ういう大きい問題で、ただ単に学校どうの

こうのいう問題じゃないはずなんですよ。

それが今、今度初めて教育委員会と話し合

いあることになってますけど、それまでに

こういう問題はやっぱり議会でもやらなあ

かんかったなと私は思ってます。だからそ

ういう意味ではやっぱり、これが子どもに

とってもそうだけども、まちづくりイコー

ル教育という観点で検討せなあかんと思う

んですけどもどうですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  議会のほうに説明というのは、私が記憶

する限りにおきまして教育委員会が町長の

ほうから８月に学校の再配置の案をつくっ

てくださいというふうな御指示をいただき

ましたので、一応、１月の３１日に町長の

ほうにお示しをした案を２月の９日か７日

の日に議会のほうに説明をさせていただき

ました。こういう今の教育大綱の中身の案

を、教育委員会の案を出させていただきま

した。その後、７月に、３１日だったと記

憶しておりますけれども、住民保護者説明

会の状況について説明してほしいというこ

とで説明をさせていただきました。その間

またちょっと戻りますけれども、３月の議

会で、いわゆる全協でこういう教育大綱に

なりましたということで、町長部局から御

説明があったと思います。それと、教育大

綱の基本計画と基本設計について予算を出
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して、予算委員会で議論をしていただいて

お認めになった上で、我々はほかのＰＴＡ、

並びに自治会の方々の会長さんの方々に御

説明に行って、こういう形で進めさせてい

ただきたいという形で進めてきたというふ

うに記憶をしております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  いや、だから私が言ってるのは、それは

教育長はそれでよろしいわ。教育長がさっ

きから言ってる、議会と議論をしてないと

言ってる。報告はそれはあったかもわかり

ません。説明があったかもしれません。だ

けど私が言ってるのは、この問題はただ単

に教育長、教育委員会だけの問題じゃない

ということを言っておるんです。だからも

っと慎重に、やっぱり検討せなあかん部分

があると思うんです。だから町長、私そん

なに急いでどこへ行くのという感じですよ。

だからここをもう一回慎重にやらなあかん

と。長期的な展望に立って、やっぱりこの

町をどうするか。その中で今回の小中一貫

校は、豊能町の、私は分水嶺というふうに

言いましたけど、変な方向に行って、例え

ばもう小中一貫校、西だけよというような

形にしたときに豊能町はどうなるのかとい

うことも、具体的にやっぱり検討せなあか

ん問題やと思いますけども、その辺どう思

いますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  皆さんこんにちは。初めての答弁をさせ

ていただきます。 

  西岡議員の質問にお答えをさせていただ

きます。 

  実際のところ、いろいろと住民説明会に

私も出席をさせていただきました。がしか

し、もう少し若いお方がたくさん出席して

いただけるかなという御期待もあったんで

すけれども、大変申しわけない、私の年齢

と同じような方が非常に多く来ていただき

ました。その中でいろいろと御意見をいた

だいたんですけれども、やはり私、今回町

長に当選させていただいてから後に、教育

大綱をつくれというような教育委員会から

のお話がございまして、その中で、そうし

たらまず町民の皆さんに御意見を聞かなく

てはいかんのと違うだろうかという形の思

いがございました。皆さんも御承知のとお

りに、２９年タウンミーティングで住民の

皆さんにお声掛けをして意見を聞きたいと

いうことで、１３自治会ですか、非常に厳

しい中、回らせていただいたというのが現

状でございます。そのときにはこの教育大

綱、我々は教育の再配置についていろいろ

と説明をさせていただいたんですけれども、

御意見がなかったということでございます。

その後、一生懸命に我々教育委員会と合同

で協議をいたしまして、私のほうから法律

に基づいて教育大綱を決定をさせていただ

いたというのが現状でございます。その後、

大綱を決定させていただいた後に、私とし

ましては教育長に、実は議員の皆さんにき

ちっと説明責任を話し果たしなさいよとい

うことで、確か２回か３回にわたりまして

議会には説明責任を果たさせていただいた

というふうに、私が間違ってるかもわかり

ませんけれども理解をさせていただいてい

るというのが私の今の現状でございます。

その中でまず一番の大きな問題は、保幼小

中一貫教育ということで、１小１中でいこ

うということで、その問題については提案

をしなくては、まず場所がどこやねん、何

がどうやねんという、いろいろな問題等々
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がございますので、我々行政側から吉川周

辺を一本化した形の中で教育の、豊能町の

教育の場所をつくっていこうということを

お示しをさせていただいて、御議論をいた

だいてるというのが私としての現状だとい

うふうに理解してます。しかしその中でい

ろいろと、皆さんそれぞれ議員の皆さんの

御意見があっただろうと思います。しかし

その中で、まちづくりを踏まえた中での教

育というものを考えろという一般の皆さん

方の御意見もございました。しかし私とし

ましては、教育とまちづくりは別途だとい

うことで、先ほどの一般質問の中でも申し

上げておりますけれども、やはり一緒くた

にしてしまいますと何もかもが合体になっ

てしまってなかなか前に進まないという現

状がございます。そして生徒数も減ってま

す。皆さんも御承知のとおりでございます。

その中でそうしたらこの豊能町のこれから

先の教育をどうするのということがやはり

真剣に捉まえて考えていかなくてはならな

いという状況下にあるというふうに私は考

えておりますので、今後、皆さん方ととも

にこの議論をしっかりと前に進めてまいり

たいというふうに考えておりますので、御

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  私も町長と一緒にタウンミーティングに

全部回らせていただきました。町長先ほど

ちょっと説明ありましたですけども、町長

が言われたように５年先の児童生徒の人数

を言いますとこんなに少なくなんのんかと

いうような意見だけがあった自治会もござ

いました。また、ある自治会では小さいな

りの学校でも非常によいところがあるでと

いう御意見もいただきました。またある自

治会では、こういうことがもう早くからわ

かってることやからもっと早くに案を示し

て住民に説明をすべきではないかという御

意見等もいただきまして、自治会によって

は対応といいますか、考え方がいろいろと

別れていたなというふうに私は感じたとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  今、タウンミーティング言うてるの、私

もことし、自治会長してます。去年、おと

とし副会長してます。タウンミーティング

で小中一貫校聞いたことない。この前は私

が、町長来られてタウンミーティングやっ

たときはダイオキシンの問題と、それとご

みの問題では聞いたけども、僕は出てなか

ったのかもわからない。それは置いて、教

育的な観点を、まず子どものことを考える

んだったら、私は言うて悪いけど、このこ

れからの教育、知的教育じゃなくていわゆ

る知・徳・体、国が言ってるのはそうでし

ょう。世界に誇る知・徳・体、一体となっ

た教育は世界に誇る教育やと。その中でも

徳育、体育、この辺をやろうと。町長も今

回の教育力日本一、これは体力もつけなあ

かんということも言うておるんです。そう

いうのはやっぱり地域と家庭の中で育む部

分が多いんですよ。それが今、学校におん

ぶにだっこになってるから先生がしんどい

という部分もあるでしょう。私が言うて悪

いけども、西地区より東地区のほうが教育

的な観念はきちっとしてますよ。ここへ住

む人は皆自然を求めてきてるんですよ。こ

ういうとこで子どもを育てたらすばらしい

な、そういうことで来てるわけです。だか

ら両方に、この小中一貫校というのは、今、
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子どもが減ってきた、このまま何もしなか

ったら減りますよ。じゃあ子どもふやすの

は何か。ここは教育の町ってずっと言って

きとるんですよ。教育で人を呼ばんかいと

いうふうなことも教育委員会の会議で出て

るんですよ。そんな対応もしてない。対応

せんと適応したらだめですよ。対応と適応

は違うんですよ。対応というのは問題が起

きたらそれに対しての対策を打ったりいろ

いろなことを考えてやることですよ。適応

というのは出た結果に順応してくださいと

いうのが適応ですわ。事前の対応せなだめ

ですよ。事後の適応をしておったらだめ。

潰れまっせ。ここはっきり言うたら。だか

ら私は今度この「緑の風」もうあすかあさ

ってぐらい皆さんに行くと思いますけどね。

ここに書いてますけどもね。豊能町の分水

嶺いうのが書いてますわ。だから小中一貫

校は地域と学校のまちづくりをする方向と

廃校による消滅自治体、書いてますわ。何

もしなかったら子どもなんかふえるわけな

いでしょう。教育の町として豊能町をどう

するかということを考えなだめでしょう。

５年後には減るって、何もせんなら減るの

は当たり前ですわ。全体的にそうですよ。

地域性があるんやから。私も建築やってま

すけど、地域へ行ったら新しい学校を建て

てますねん。私も年末に基礎を入れますわ。

体育館の新しいの。それは地域性が全然違

うんですよ。そこはそれでいけるけど、豊

能町は豊能町の独自の生き方、文化がある

でしょう。西には西の文化、東には東の文

化があるんですよ。それを総合して豊能町

ってすごいなと。やっぱり豊能町へ行って

子どもを育てようと。教育日本一でしょう。

教育で子どもを呼び寄せなだめでしょうが。

５年後にはこんなんなります、１０年後に

はおりません、そんなこと言うておったら

町は潰れまっせ。基本的なことをきちっと

踏まえて、じゃあこれからどうするのか。

私は両方につくったら、東は西に負けまへ

んで。何でやって、地域がある。長年培っ

た地域のあれがありますよ。だからこの前

も東地区の体育祭やりましたやろ。あれ地

域がやりましたんやで。どんだけ集めまし

た。３００は来てますよ。それと学校でも

この間、文化祭ありましたやろ。保護者全

員来てますよ。それと別に地域の人が３０

人以上来てますんや、何も言わんでも。

何々ちゃんやって、こう言うてますんや。

そういう地域が今、でき上がってるんです

よ。それを潰してどうするんですか。今度

つくろう思ったら何百年かかりまっせ。そ

れを生かして人を呼び寄せなどないします

んや。何のための教育力日本一ですんや。

教育でまちづくりせなだめでしょう。何が

関係ないんですか。今後、そやからもっと

いろいろな面で考えなあかん。 

  例えば、ほんならこれ西へ行ったとしま

すやん。西の子ども、子どもが少ない。向

こうへ行ったらやっぱり小規模校の学校の

子、いじめもあると思います。ありますよ

必ず。私らががここへ入ったときに、やっ

ぱり地元の子どもとうまいこといかんでい

じめもありました。そういう問題も出てく

るんですよ。だから小規模校でも小規模校

のメリットを最大にして、デメリットを最

小にするような考えをして対応せなだめで

すよ。適応しとったらだめですよ。子ども

のためにいうのやったら、子どものために

何をすべきかいうこと。もちろんこの学校

というのは子どものための教育の場所であ

り、さっき言うたような地域の核でもある

わけですよ。地域が支えて子どもがあり、

学校があり、全体があるんですよ。だから

これにも書いてました。高山でもそうです

よ。私、一番最初に高山の小学校の運動会

行きました。前も言いましたように、どん
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な運動会してます。もっこを担いで子ども

乗せてリレーやってますんや。終わったら

むしろで弁当食うて、子どもを集めて。そ

ういう地域をどうするかいうことを考えて

みなさい。だから今後もっと慎重に今後の

豊能町、学校どうあるべきか、そういう対

応されるんかどうか、答弁ください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  将来の豊能町の教育ということで、ご質

問いただいたというふうに理解をしており

ます。今、戦後７０年を越えて小学校、中

学校という形を日本はとってまいりました。

平成１７年ごろから、なかなか小学校は課

題がある。中学校も課題がある。それを少

しでも解消するために義務教育という、１

年生から９年生までという発想で教育をし

ていこうと。法的にも改正され、義務教育

学校というのをつくられました。そういう

大きな流れを受けながら、我々はこれらの

ことを踏まえてやはり考えていかなければ

ならない。特に子どもたちの育ちが変わっ

てきているというふうによく言っておりま

す。例えば、今まで中学２年生ぐらいに出

た状況が、生徒指導の状況が小学校５年生、

６年生にもう既に出ております。例えば生

徒指導の問題行動においても、中学校では

以前は中学校は非常に多かったんですけれ

ども、中学校は随分少なくなって、今、小

学校にそのものが出てまいります。そうい

うことを踏まえて考えていって、今後の将

来のことを考えていくと、やはり小学校と

中学校と協力してやらなければならない。

その効果が一番出てくるのが東に１小１中、

西に１小１中であれば、先生の数もなかな

か減少していく。これはほとんどなかなか

小中一貫の効果が出ないと。そこで初めて

いわゆる１小１中一体型が豊能町の規模と

しては最も望ましいと。それが一番今の段

階では効果的であると。そういういわゆる

大きな流れも踏まえて、実態も踏まえて考

えたのがこういうことであります。決して

これからの教育を考えたときに、これまで

のやり方をずっと踏襲するのではなくて、

やはりいわゆる教科担任制とかそういうも

の、あるいは豊能学とかそういう今までな

かったものをどんどん取り入れながら教育

力日本一を目指してまいりたいと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  全然答弁になってないがな。だから、説

明会でそんなんなってるわけや。こう言っ

たらこない言ってるやん。これはどんな対

応すんねんて言うてんのや。こうやから、

こうですわって、そんなこと聞いてへんが

な。これからの町をどうするのか。そのた

めに教育をどうしていくんやと。子どもを

外から、教育の町として人を呼び寄せるの

にどんな方法をするんやということを聞い

てるんや。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午後２時１９分 休憩） 

（午後２時２０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  これ、子どもの問題、町の問題もあるん

ですけども、やっぱり教育力日本一ってい

うことはええけど、美辞麗句だけやったら

そんなもんでけへん。ここは幸いにも地域

があるんですよ。ありがたいことに東地区
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は。西地区は西地区の地域がある。お互い

に西と東の文化が違うんですよ。西には西

の文化、東には東文化。その東にある文化

を生かす最高の、私は東地区は最高の子ど

もの自己学習の場やと思ってるんですよ。

子どもが朝登校すること、これは物すごい

自己学習にとっては物すごい大きいメリッ

トなんですよ。それをバスで向こうへ行か

してどないしますねん。逆に、じゃあ東の

戸知山にでもごっついの建てたとしましょ

うかいな。西地区の子がこっちに来てそこ

で自己学習できますか。ここやったら小川

があり田んぼがあり、そこを手つないでけ

んかもしながら登校する。その中でお互い

に切磋琢磨して、お互いにブラッシュアッ

プするわけですよ、子どもが。そういう地

域があるのにそれを無視してやって何が教

育日本一ですんや。教育長が言わなあかん。 

  ほんで、町長がよく言うてますやん。地

域のことは地域でやれと。町をフォローす

るんや。だから地域はやらなあかんのに、

地域潰したらできませんがな、こんなもん。

この前のミニスポーツ大会ですか。終わっ

たとき、僕は自治会長で車の整理やってま

した。だけど終わったときに、僕はおれへ

んかったけど、最後に校長先生が挨拶した。

こんなに地域がサポートする地域はない言

うてました。ここはそうやから何かあった

らみんなが学校へ行って草刈りしたりなん

かしてきっちりやるとこですよ。それは感

謝の気持ちがあるからですよ。そういう、

子どもが支えられておるわけです。だから

朝みんなが見てくれて、私はみんなから見

守られていると、愛されていると、そこか

らこの前も言いました自己肯定感、自信が

出てきてやる気が出るんですよ。そういう

地域をなくしてどないするんですか。その

辺の議論をもっとせなあかんですよ。表面

上で国がこんなん出たからこれでやったら

ええわ。それも全部読まんとやね。これほ

んで最初から説明会に出してましたんか、

これ。教育長。これ参考資料で最初から出

してましたか。保護者に向けて。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  その資料につきましては３回目に議論を

したときに、その資料について御提示あっ

た部分がありました。我々としましてはそ

の議論は、このものについてはいろいろ多

岐にわたって書いてございますので、ぜひ

これについて議論をしましょうということ

で、私どもが準備しようということで、３

回目、４回目以降ですね。４回目以降その

部分については出しております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  これ出したんやったら全部を言わなあか

んですよ。メリットもデメリットも全て言

うて、どうですか御意見はと言わなあかん

でしょう。地域が小規模やから、子どもが

減るから、そんなことばっかり言うておっ

て、じゃあこれ読んだ人が、いやこれそん

な問題もあるけどもここは地域コミュニテ

ィの核として性格を配慮しなさいと書いて

まっせと言われてるわけ。そうでしょう、

ここに。小中学校や児童生徒の教育のため

の施設であると同時にコミュニティの核と

しての性格を持つって書いてますやん、こ

れ。だからまちづくりのあり方と密接不可

分やと書いてますやん。読んでますやろ、

これ。ほんでこれは学校の規模の適正化や

適正配置の具体的な検討については行政が

一方的に進める性格のものではありません

と。保護者の声を重視し、地域住民の十分
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な理解と協力を得るなどして地域とともに

ある学校づくりをしなさい、丁寧な議論を

しなさいって書いてますやん。読んでるや

ろ、これ。そういう準備もしていかなあか

ん。そやから議論が合わへんねん。こんな

んよう出したな思って。これ出したら、こ

れに十分答えられる準備せなあかん。でし

ょう。だからこの前のこっちの東の説明会

のときに、希望ヶ丘の人が言うてましたや

ん。うちに来て一回説明してくれと。こん

なとこでこんな説明あれしてもいかんと。

意見交換しましょうやと。だから僕もまた

行政の方にお願いしてやね、十分なお話し

合いをできる場をつくりたいなとは思って

ますけど。だから短絡的に学校がなくなる

だけの問題じゃない。じゃあ西地区に、例

えばよ。戸知山へどんときて西地区がなく

なったらどうします。西地区の人どない考

えます。いや、子どものためやって言いま

す。これ多分、それはコストだけの問題で

すやん。バスがぎょうさん要るだけの問題

ですやん。そうでしょう。そんなん、一番

最初の教育会議の中で言うてますやん。コ

ストカットの問題じゃないって書いてある。

子どものためにって書いてるんです。教育

のために、地域のために。でしょう。そこ

をどないなって書いたんかな。 

  私、一番不思議に思うのは、教育会議は

議長は教育長ですわ。教育総合会議は町長

が議長ですね。だから普通の会議は第三者

の人がなって中立的に進めるのがほんまで

すわ。何とか法によって決まってるいうか

らそれはそれでええんでしょう。それはわ

かってますよ。だけど本来ならそういう形

で十分な意見も、教育長も出し、住民さん

も出し、やるのが本来の形ですよ。何。だ

から、要するに今後やることは、まずその

地域がある東地区の教育が私はベストやと

思ってます。だから両方につくるべきやと

私は思います。それと学校はやっぱり学校

の教師がやっぱりこの中にも書いてますけ

ど、地域学校それから家庭の教育力も落ち

てるからその辺はやっぱりやっていかなあ

かん問題やけども、地域と家庭がサポート

する学校、それと文化の違いを生かして、

ここでないとできない教育をして、あそこ

へ行こうと、教育で呼び寄せなあかん。そ

れも教育委員言うてますやん。そういうこ

とをやっていかなあかん。何のための豊能

町ですか。だからメリット、小規模校、こ

れからずっと小規模校になるんです。小規

模校のメリットの最大化、それとデメリッ

トの最小化いうことも書いてますやん。そ

れを今後やっていってほしいんですけども、

どうですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えします。 

  先ほどそういう小規模校のメリットを最

大化してデメリットをできるだけ少なくす

るというふうなことで。我々としましては、

東地区に一つ学校を、いわゆる小中一貫校

を残しておいて、それから西にもそういう

ふうな形をするということについては、先

ほども何度も申しておりますけども、小規

模化・小集団化は避けられないんですね。

その避けられない内容はそこに書いてあり

ますように、小規模、適正配置というのは

小規模になってこういうデメリットがたく

さんありますよとそこに書いてありますけ

ど６ページからずっとこれ書いてあります。

そのことが、じゃあ今、東地区に一つ残し

たメリットは、メリットは一つにすること

によってメリットになるわけですね。それ

が東地区の一つの小さな学校をずっと残す

ことによってデメリットが大きいと。こう
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いうことで教育の質が確保できないという

のが我々の考え方であります。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  何も我々の考えを聞いてへん。どうする

んかいうのを聞いてるんですよ。いいです

か。これからこの豊能町が今、分水嶺の起

点にあるわけですよ。これが一つ小中一貫

校が大きな分水嶺の拠点になっておるんで

すよ。どっちへ行くか知らんけど。わかり

ます。それをこうあるからこうですと。こ

れは参考にしなさいって書いてますんや。

考えなさい、自分で、どうするかいうのを。

この町をどうするのか、あなたの双肩にか

かってますよ。町長も。だから今回は行政

も、法律が変わって行政もサポートしなさ

い、権限も与えましょう、だから教育大綱

に噛んだんですよ。権限があるんですよ。

でも権限があるだけ責任があるんですよ。

この町潰したらだめですよ。そのためにど

うするか。いろいろな例はあるんですよ、

全国に。まだ小規模校、何ぼでもあります

よ。将来的にまだなるやろうと。それをど

う食いとめるかいう方法も考えんと、頭か

らだめだだめだ。そんなんやったら行政要

らんのですよ。皆さんに税金預けてどれだ

けみんなのために返してくれるかいうこと

を期待してるんですよ。この町をどうブラ

ッシュアップするかということを考えない

かんでしょう。だから地域のコミュニティ

の核としての性格があるこの東地区をどう

配慮してどう育ててどう生かすのか。西に

は西の教育力があるわけですよ。それをど

う生かすかということを、そんなの一つに

して両方できるわけないでしょう。お互い

の個を生かすということが全体のブラッシ

ュアップになるんですよ。だから学校統合

の注意点って書いてるけど、統合じゃない

です。廃校ですよ。その対応。ここは東西

二極化になっておるんですよ。でしょう。

西にあったら東に、ほんまはつくらなあか

ん。ただ、財政的な面があるから東にいろ

いろな施設があると。だから東の人は西へ

バスで行ってくれと。大人の世界はそれで

よろしいよ。子どもは将来を、国も言うて

ますやろ。国を支える子ども、子どもを育

てることが国を育てることですよ。豊能町

もそうでしょう。豊能町の子どもをどう育

てるか、これが豊能町の将来にかかってる

わけですよ。根本的なとこでやっぱり金を

かけ、できるだけ子どものことに対しては

手厚く手厚くやらないと、慎重の上にも慎

重を期して、手厚く手厚くしないと、過去

に釘を残す。一生恨まれまっせ。我々は過

去からいろいろ恩恵を被って、過去から生

きてきて、現在によりよく生きて、そして

未来につなぐんでしょう。子どもでしょう。

この町を託すのは子どもでしょう。もっと

慎重に、もっと大きな視点でやっぱり取り

組まなだめですよ、これ。だから対応じゃ

なくて適応せんように、対応せなあかんの

ですよ。全体で町をするというよりも、

個々を生かして、コストカットということ

じゃなくて子どものためにやらないかんと。

だから住民に発信型の行政をやらなあかん。 

  私に言わせたら、豊能学言うておりまし

たな。豊能学があるのは東ですやん。金か

かるからあきまへんのかいな。東には十分

な自然もあり地域もあり、どっちかいうた

ら西にない文化があるわけです。何で東の

者が西のほうへ行ってあれせな。お互いに

お互いの文化を尊重し合って、お互いに高

め合って、一つになっていい町をつくらな

いかんの違いますか。そういう大きな視点

に立って長期的な展望でそして根本的なこ

とを相対的に考えて未来ある豊能町をつく
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ってほしい。町長も大変ですけど、やっぱ

り今回の法改正はそういうことです。地方

創生。地方創生の予算とってますやんか。

地域を生かすいう予算とってますやんか。

だから格好ばっかりしたらだめですよ。や

ることやらな。だから今後要するにこの東

地区は廃校の対応策これは地域とともにあ

る学校づくりをすること、地域との協働に

よるコミュニティスクールの推進をするこ

と、教師の適正配置による労働の軽減化、

これは１億総活躍社会いうのを今やってま

すやろ。予算もあるんですよこれ。ただ先

生の場合はいろいろありますやん。先生や

めた人を再雇用するとか、それやったら２

人分もらえるとか、いろいろな方法もある

んでしょう。安いでしょう普通よりは。コ

ストダウンしてるんやから。だからそれが

今、足らん言うてる。だからそれと、小規

模校のメリットを最大化してデメリットの

最小化をする。何よりも学校・地域の協働

によるコミュニティスクールの推進をして

やるということですよ。 

  これで一般質問を終わります。よろしく

お願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で西岡義克議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩します。再開は１４時

４５分とします。 

（午後２時３５分 休憩） 

（午後２時４５分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  傍聴の皆さんにお願いです。 

  傍聴される際にこういうお約束事項をお

配りさせていただいてますけども、その中

にも議場における言動や言動に対して拍手

やその他の方法により公然と可否を表明し

ないことということも書かれてますのでそ

のあたりについてはよろしくお願いをした

いと思います。 

  それでは次に田中龍一議員を指名いたし

ます。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  皆様、改めましてこんにちは。 

  ２番・田中龍一、議長からの発言のお許

しをいただきましたので一般質問させてい

ただきます。 

  住民の皆様の代表といたしましてしっか

りと質問させていただきます。また、この

町、豊能町をよい町へと変えてまいりたい

という思いで質問・提案をしてまいります

ので、前向きな御答弁をよろしくお願いい

たします。 

  まず、通告とは前後いたしますが、２番

目の、豊能町保幼小中一貫教育施設につい

て質問をさせていただきます。 

  この地域住民の説明会、４回開かれまし

て、この全てに私、参加させていただきま

した。発言される方のほとんどが町が出さ

れておる案に対して反対の意見でした。 

  また、東地区の保護者の方からも、学校

を残してほしいという嘆願書が出され、５

割以上の名前の方で出されているというふ

うに聞いております。また、この嘆願書を

出された一つの理由は、東能勢小学校・中

学校がなくなれば、東地区から子育て層が

減ります。そうすれば東地区が廃れます。

住民税の収入が減少します。豊能町が廃れ

る負のスパイラルが起こるといったことが

一つの理由という形でされております。も

っともなことだと思います。 

  そんなことも踏まえて、私もいろいろ、

廃校されたところの事例がどうなっている

のかということをちょっと調べてみたりと

か、海外で高学力の国である学校の規模、

こういうものはどんなものかということに
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ついて調べましたので、その辺も踏まえて

お答えいただけたらと思います。 

  まず、実際に廃校した事例について紹介

いたします。これは京都の商科大学の研究

員の方の論文から引用させていただきます。 

  京都府の事例では、２００２年に４小学

校を新設の１校に統合いたしましたと。２

００２年当時、その４小学校の生徒数は１

４２人でしたけれども、結局クラスがえを

できるようにするために統合して、４小学

校を統合して１４２人になったけれども、

１５年後には児童数は７６人になって、全

学級単学級になってしまったといった事例

でございます。 

  それと、鹿児島県の町の事例でもござい

ます。これも２０１３年に、小学校と中学

校が一つの学区にあるところの中の中学校

だけが違う地区に統合されて、そこの小学

校は残されたという、この事例でございま

すけれども、この小学校が残された、その

小学校はどうなったかというと、やはり中

学校がなくなったということで、小学生以

下の子どもを持つ家庭が、将来の子どもの

中学・高校への進学の便なども考慮して、

中学のある地区へ近くに転居したりとか、

住居を新築する、こういった事例が進んで、

結局残された学校は、２００５年には１０

０人を切ってたんですけれども、２０１７

年には２９名ということで、こんなに激減

してしまったといった事例でございます。 

  じゃあこの中で、統合後、住民の保護者

のコメント、これも紹介されておりました

ので、紹介させていただきます。 

  コメントとして、村で子どもの声が聞こ

えなくなった。登下校の時間がバス通学で

限定されるため、遊ぶ時間が減った。バス

で帰った後、子どもたちが遊ばなくなった。

統合して、返って子ども同士の交流が減っ

た。スクールバスの運行時間は部活動を考

慮に入れていなかった。そういったことか

ら、ある保護者は、子どもに部活をさせる

ことにちゅうちょするようになったと、こ

んな意見でした。また、この中で、その当

時、この学校の統合について賛成というこ

とで子どもたちの競争力をつけなければい

けないということで当時活動された方も、

要は１２年後しみじみと言われている言葉

がありましたので、これも紹介させていた

だきます。当初は統合に賛成だったんです

けれども、１２年後のコメントは、統合し

て１２年後の現時点で思うことは、統合前

の小学校の運動会は学校と地域が一体とな

ったいい運動会だったと。運動会だけでな

く、ここに小学校があったときのほうがよ

かった。やはり総合的に教育ということを

考えたら前のほうがよかったのかなと、な

くなってから気づきましたといった、こう

いう後悔の弁も紹介されておりました。ま

た、この論文の中にも、学校を統合すると

いうことについては切磋琢磨ということが

一つの論拠となっておるんですけれども、

この学校の切磋琢磨という、どこまで統合

すれば切磋琢磨できるのかできないのかと

いうのは非常に主観的なものだと思います

けれども、こういった主観的な思いと長距

離の通学、こういったバスが引き起こした

事態が、これをきっちりと見きわめられな

かったと。結局子どもに寄って、要は子ど

もには往復２時間、片道１時間の通学を強

いることになってしまって、結局子どもに

しわ寄せよったんじゃないかといったよう

な内容でございました。 

  また、学校統合の主な理由の先ほどの切

磋琢磨、これについても海外の事例から検

証してみたいと思います。 

  日本以外の国で学校の規模はアメリカを

除いてＯＥＣＤ加盟国では概ね１００人台

であるという報告があります。また、世界
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保健機構が、学校は１００名を上回らない

程度の規模を推奨しているということも関

係しているというふうに書かれております。 

  ちなみにＰＩＳＡ、これはＯＥＣＤ加盟

国中心に３年ごとに実施する学習到達度調

査、これでトップクラスの高学力を達成し

ているフィンランド、ここなんかは学校の

規模は１００名ということで規定していま

す。さらに２００６年のＯＥＣＤ加盟国の

クラスの平均数が２1.５人とあることから

も、クラスがえができない単級学級である

ということは珍しくないと、ＯＥＣＤでは、

こういう実態がありまして、こんな中でも

高学力を維持しているといったことでござ

います。ですのでこのＯＥＣＤの加盟国の

多くの小学校が切磋琢磨できていないとい

うふうには、これは言い切れないというふ

うに思います。このように日本以外では児

童数１００人台というのが趨勢であるから

といって、１００人台や、クラスがえがで

きなければ切磋琢磨ができないという根拠

としては極めて薄いのではないかというの

はこの先生の見方でありまして、こういっ

たことが論文に紹介されております。 

  ちなみに今、廃校の危機にある東能勢小

学校の児童数は、２９年の１２月の時点な

んで、先ほどおっしゃった人数と違います

けれども、約１７０人の、町内でも光風台

小学校に次いで２番目の児童数いてはりま

す。 

  先の京都の事例で統廃合したのは、統廃

合して初めて１４２人で、１７０人にはと

ても達しない。要は結構な規模が、全国的

に見ても今はあるというふうに思います。

ですのでそんな意味からも、東能勢小学校

で今の規模で切磋琢磨が十分できる規模だ

というふうに私は思います。 

  また、先ほどの話もありましたように、

廃校することによって地域が廃れてしまう

というのはこの２例からも、これだけ児童

数が減る、人口が減るということもはっき

りしてますんで、この豊能町は住民税が主

な税収の町です。それですので、こういっ

た施策をとれば当然人口が減って税収も減

るということは避けられないというふうに

思います。 

  先ほど言いました世界の学校の規模も含

めて、私は今の計画について見直すべきだ

というふうに私は思っておりますけれども、

このような世界の趨勢とか実際統廃合され

た事例のお話を聞かれ、また住民さんの意

見も聞かれた中で、今この計画を私は見直

すべきだと思いますけれども、今後どのよ

うにされるのかについて御答弁お願いいた

します。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  それでは、今後どうするのかということ

でございます。 

  今現在は説明会での保護者や住民の皆さ

んの意見を、今、教育委員会の事務局にお

いて整理をしておりまして、その後それを

もとに教育委員会や事務局で検討されまし

て、その後町長と協議を行い、また議会と

も十分協議を重ねて、最終的には町長が判

断されるべきものであるというふうには認

識をしているところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  先ほど来からの皆さんの答弁に対する答

えを聞いていますと、余り変えるような感

じは受けなかったんですけれども、今のお

話であれば今の意見等々、住民さんの意見

等々を受けてこれから変更する余地はある

というふうに考えてよろしいんでしょうか。 
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○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  田中議員の質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。 

  変える必要はないというふうに私は認識

しております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、変える必要がないというふうに認識

しているというふうに、残念ながら聞こえ

ました。 

  これ住民の説明会におきましても、ＰＴ

Ａの保護者の説明会におきましても、これ

はやはり皆さんの意見を聞いて、やはり改

めるところは改めるために私は始めたもの

だと思っております。なのに今の時点、ま

さに、ましてや私も４回地域の説明会に参

加させていただきましたけれども、ほとん

どの発言される方の意見は反対ということ

でございますし、私もいろいろ調べました

らデメリットが多いということもわかりま

したので、それでも今のこれを続けるとい

うのは私には理解できないんですけれども、

なぜこれをこのままこんなに反対が多いの

に続けようとされるのか理由をお聞かせい

ただけますでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  お答えをさせていただきます。 

  田中議員の御質問でございますけれども、

これから先、いろいろとまだ御議論しなく

てはならないような問題がたくさんござい

ます。財政面、いろいろな問題につきまし

てもそうでございますけれども、この問題

も踏まえてこれから先の教育というものに

ついて考えなくてはならない時期がきてる。

そのためにはどうあるべきかということを

皆さんとともに議論をさせていただきたい

ということで御理解をいただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ちょっと私、意味がちょっとわからなか

ったんですけれども、この意見を変える気

はないというふうに先ほど答弁されて、こ

れから皆さんと御議論させていただきたい

というのがあったんですけれども、これは

どのように、どちらと考えたらよろしいん

でしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  反対しておられる方、賛成しておられる

方、賛成の方の御意見がほとんどなかった。

そして私は４回、出席をさせていただいた

んですけれども、田中議員も御承知のとお

り、同じ方が同じような質問をしておられ

ました。だからこれは御議論しなくてはな

らない。しかしそれは先ほど副町長が申し

上げましたとおりに、教育委員会そして行

政と教育委員会、そして議会とあるいは行

政、いろいろな流れの中で御意見を掌握し

た上において考えていかなくてはならない

というふうに私は理解しておりますので、

よろしくお願いしたいということを申し上

げた、こういうことでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 
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○２番（田中龍一君） 

  今の中に住民さんの意見というのは入っ

てなかったように思えたんですけれども、

今せっかくいろいろ意見聞いてるわけです

から、そのあたり、やはり住民さんの意見

も真摯に受けとめて、これは考えなければ

いけない。先ほど西岡議員からもありまし

たように、本当にこれは大きな分水嶺です。

この道を誤れば本当にもう取り返しのつか

ないことになるというふうに私も認識して

おります。このあたりをやっぱりきっちり

と考えていただきたいと思います。 

  ちょっと質問を変えますけれども、説明

会の中で過去に東地区の保護者に対して学

校存続には大多数の賛成が必要と言われた

と。そのときに大多数の賛成について具体

的な判断基準について教えてほしいという

ふうに聞かれておりましたけれども、それ

について明確なお答えがなかったと思うん

ですが、それについて明確なお答えをいた

だけますでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  説明会で小集団化、あるいは小規模化の

デメリットが多くなって、教育環境の維持

が非常に厳しくなるということを説明して

まいりました。その際、学校を存続すれば

今の保護者のみならず今後生まれてくる子

どもたちもずっとその教育環境の低下が続

くことを受け続けてもらわなければならな

くなると。その意味から、そういうふうな

ことで多くの方々がやはり反対と、非常に

多くの方が反対ということでないとなかな

かその部分だけで変更しましょうというの

は非常に教育の質のことから考えると厳し

いものがあるという意味から申し上げたと

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今のは答えになってないと思うんですよ

ね。大多数の方の賛成があれば考えますと

言っておっしゃったわけですから、今のお

答えは、であればそういうお答えをすべき

ではなかったと思いますね。 

  それで、じゃあ教育の質を一定にすると、

要は保ちたいというお話でしたけれども、

先ほど私、ＯＥＣＤの事例も出しました。

海外の事例やからというふうに言われるん

であれば、例えば今、文部科学省なんかも

４０人学級から３５人学級にしましょうと。

小学１年生については３０人学級にしまし

ょうと。これはやはり小規模なほうが教え

やすいということもあってそういう形にな

っておると私は考えております。そんなこ

とからも、私、今の環境で決して教育が低

下するというふうには思えないんですけど、

なぜそれが低下するというふうに思われる

んでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  私、説明会でも申し上げましたけども、

今の東能勢中学校は大体１学年３０人ぐら

い。小学校も二十数名あるいは３０名のと

こもございますけれども、今後５年後にな

りますと１０人単位の学年が小学校では出

てまいります。先ほど申しましたように、

今、ことし４月から１１月までに生まれた

お子さんが４人ということで、ひょっとし

たら一桁台になる可能性もあると。その中

でいわゆる３０人であれば先ほど、いわゆ

るその学級、学年を二つに分割をしてより

きめ細かな指導は可能だけれども、１０人
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台になってまいりますと、先ほどいろいろ

ありましたけれども、体育の授業時間ある

いは運動会を考えていただいても結構です。

特に中学校では一桁台になったときに、果

たして体育大会が成立するだろうかと。あ

るいは体育の授業、バスケットボールとか

球技もあります。それが現実的にできない

ことも当然あります。あるいは合唱もそう

です。それから共同的な学習の問題とか、

あるいは班活動とか、さまざまなことでい

ろいろ支障が出てくると。そういう教育内

容の中身を一つずつ見ていくと、非常に厳

しいものがあると。果たして学習指導要領

が求めております国の基準を達成できる教

育内容ができるだろうかということがやは

り非常に心配であると。そのことからやは

りそのある一定の規模が必要であろうとい

うふうに我々は考えております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  文部科学省は二つの道を与えてくれてま

す。一つは統廃合を考えるということがあ

ります。もう一つは小規模校で、要はメリ

ットを最大限に生かしてデメリットを少な

くするということで研究をして、多くの学

校が研究開発がされております。我が町は

なぜその道を選ばなかったんですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  我々としましては、多くの数多くの子ど

もたちと、できるだけ子どもたち自身が学

んだり、あるいは考えたり、時にはけんか

をしたり、そういうさまざまな活動が１０

人、あるいは一桁の子どもたちという状況

よりも、よりいろいろな状況の中で子ども

たちが活躍できる、あるいは切磋琢磨でき

る、そういう人数はある一定、１学年、例

えば３０人、４０人であればそれは分割も

してきめ細かなこともできるけれど、また

一つの学年としての成り立ちも十分できる

と。ただ、それが一桁台になってまいりま

すとなかなかそういうことが果たしてでき

るか。人間関係の固着化というのが今回、

いろいろ、検討審議会とか検討会で議論さ

れてまいりました。その小規模にわたるさ

まざまなデメリットを克服するためには、

豊能町のように、例えばバスで３０分、あ

るいは前後で行けると。山間・離島につい

てはなかなかそれはできないから、小規模

をよりデメリットを少なくしてそういうふ

うな手法をやるというのは、それは一つの

考え方でありますけど、我々の町はそうい

うことができる可能性があると。であれば、

やはり子どもたちの教育の質を確保するた

めには当然こういうふうなことがあります。

教育委員会としては、もともと教育行政の

基本理念は教育水準の確保、維持、向上で

あります。そこの観点から見ますと、いわ

ゆる小規模校をずっとこの間、例えば５年、

１０年、１５年続けていくことのデメリッ

トのほうが非常に大きいという判断をいた

しました。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  完全に減ると言ったことでやってますし、

ほかの事例を見てみますと、今、ＩＣＴと

いうものがあって、物理的に離れていても、

要はインターネットを通じて一緒にお話し

したりすることもできる時代なんですね。

そういうことで今、小規模校なんかはそう

いう人間関係の固着ということも改善しよ

うとしてます。一方で避けることができな
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いのはバスの通学時間なんですよ。これ恐

らく片道、歩くのも含めてバスが３０分、

３０分で１時間、これ２時間子どもたちを

拘束することになるんですね。これはもう

変えることはできない。僕は本当にこれは

子どもにとって非常に大変なことだと思っ

ておりますけれども、その点についてはい

かがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  保護者説明会で何度か通学の件について

御質問もありました。我々としましては基

本的にはこの方針が決まってある一定の方

向性が出た場合、保護者の皆さんと十分そ

の会議を持って、どういうやり方が一番望

ましいかというのをやっぱり決めていこう

と。ただ、その前段として、我々としては、

例えば停留所、希望ヶ丘で言えば希望ヶ丘

の停留所に集まっていただいて、そこから

吉川中学校周辺のあのあたりの地域に送る

場合は大体３０分前後と、そういうふうな

ことを考えると、今、希望ヶ丘から東能勢

中学校まで歩いて来てる子どもたちは大体

３０分程度というふうに思っておりまして、

若干の少しのプラスアルファがあるかもわ

かりませんけど、その点は余野の地域の方

についてはちょっと非常に時間はオーバー

しますけども、周辺の、例えば寺田とかあ

るいは牧とか、そういうところについては

今の状況については大きく変わる、時間が

大きく変わるということは今のところ考え

ておりません。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  バスで対応するというのはメリット・デ

メリットがあって、子どもが運動できない

ということもあるし、僕はやはり物理的に

おかしいのは、やっぱり改善するべきやと

思います。やはり私は基本的に西地区で１

小１中、東地区で１小１中すべきだと思っ

ております。そんな中でも、今バスの話も

ありましたけども、もう一つは学校の内容

をどういうことをするのかというのが、こ

れはまず大事やと思ってます。ひっつける

とかというよりはね。ひっつけるというよ

りは一体そこで何を教えるのか、どうして

いくのかというのが、これは一番大事だと

思います。ちなみに私は１１月に文部科学

省から研究開発学校の指定を受けている公

開の研究発表行ってきました。１１月２日、

３日には奈良女子大学の附属の幼稚園附属

小学校、ここでは幼小一貫教育の公開研究

会。もう一つは１１月９日に京都教育大学

附属京都小中学校公開発表会、これはちょ

っと残念ながら議会の臨時議会とも重なっ

たんで行けませんでしたけれども、資料だ

けは入手いたしました。京都の事例はまさ

に豊能町が考えている小中学校の９年間の

４・３・２の区分を採用して先行的に実施

されております。また、小学校と中学校も

これ道路一本挟んだ立地なんで陸橋で結ん

ではるんですよね。これは東能勢小学校・

中学校と非常に地理的に似てるので、これ

はもうすごい参考になるいい事例だという

ふうに私は思っておるとこでございます。

ここには本当に先進的な話、文科省からお

金もらってやった話ですんで、日本全国か

ら多くの教育関係者が参加されておりまし

た。当然子どものことを第一に考えている

んであれば、豊能町は当然これは行ってお

られると思いますけれども、まずこれ行か

れたのか、またその情報収集をされている

のかについてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 
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  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  先進地事例を研究してるかという御質問

だと思いますけれども。 

（発言する者あり） 

○教育長（新谷芳宏君） 

  今のところ、その校名についてはちょっ

と今、聞き漏らしましたので、別の観点で

ちょっと申し上げたいと思いますけども、

教育委員会事務局としては文科省の小中一

貫教育の研究校とかそういうものには積極

的に参加をさせていただいております。例

えばことしにつきましては、小中一貫全国

サミットにつきましては岩手県のほうに行

かせていただきました。昨年度は同じく奈

良県のほうに研修で行っております。年々

参加者は増加しているというふうな報告を

聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  一般質問の間に、今、これ行ったかどう

かっていうのを確認だけしといてもらって

後でまたお答えいただけますでしょうか。 

  次に、じゃあその保幼小中一貫教育で、

当然どんな教育にするのかというのがやっ

ぱり大事だと思っております。私は豊能学

以外で具体的にどんな目標をつくってどん

な授業内容を行うのか、先ほどの事例なん

かを見てると非常にきめ細やかなことをし

ておられたんですけれども、実際どのよう

にされようとしているのかについてお伺い

いたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  ２８年３月に答申をいただきまして、そ

のときにはソフト面からいわゆる検討して

くださいというふうなことを理解しており

ましたので、当時、教育委員会としては平

成２８年の６月か７月ごろに担当者会を立

ち上げまして、幼稚園・保育所から小中学

校の先生方が集まっていただいて、まずは

研修をする、あるいはさまざまな近くの小

中一貫校を見学するとか、そういうことを

やってまいりました。そして保幼小中一貫

教育の理念としてどういうものが必要かと

いうことで、先生方が議論していただいて、

説明会の資料にもございますように、目指

す子ども像、豊能町に誇りを持ち自信を持

って生き抜く子どもというふうな大きなテ

ーマをいただいて、そのことについて、そ

れを今回の小中一貫教育の推進の一つの大

きな方針にさせていただきました。そのほ

か推進の資料にもありますけれども、これ

から系統的にゼロ歳から１５歳までの保育

教育を系統的に計画的なものを進めていく、

それから９年間を見通した教育課程の編成

をし、小学校高学年には教科担任制を導入

して、４・３・２の学年制を導入したいと。

それから小中学校の両方のよさを生かした

教科指導と生徒指導を行いたい。それから

質の高い学力をつけるための学力向上プラ

ン。クラブ活動を含む気力・体力の充実を

図る体力向上策の推進。それから豊能学を

創生し、豊能町のよさを育む地域学習。東

地区の自然体験学習のこと、あるいは言葉

の教育と、あるいはＩＣＴ教育の充実をや

ってまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  最も大切なことが、私、今の話で抜けて

たと思います。 
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  今、４・３・２の教育をやろうとすると

いうことは、６・３制のカリキュラムから

完全に変える話なんですよね。これはさっ

きの京都教育大学なんかも非常に考慮され

て、いろいろなことを考えて試行錯誤され

ているところです。だから正直言ってうち

の町で、なかなか専門家もいてない。ここ

は京都教育大学なんかは國學院大學からも

京大からもいろいろな先生来ていただいて、

まして、その京都教育大の先生、またそこ

に働いてはる小中学校の先生がいろいろな

叡智を合わせて一生懸命考えてやってはる

とこなんですよね。ですから本当に今の体

制でできるのかどうか、その辺に全然、

４・３・２について触れられなかったのも

ちょっと怖いなと思っております。先ほど

の話で、今、多分話があったとメモが入っ

ておるんで、行かれたかどうかについてち

ょっとお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  京都教育大、奈良女子大のところには参

加しておりません。 

  それから４・３・２のことでありますけ

ど、我々としましては今、大学の先生であ

ります小松先生という方に来ていただいて、

この方は品川とかあるいは千葉、静岡、さ

まざまなとこで小中一貫教育を指導してお

られた方についていろいろ御助言をいただ

きながら、またさまざまな研修を深めてそ

この学校等を参考にしながら進めてまいり

たいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、残念ながら行かれてないということ

です。これ本当に私、行けましたら、日本

全国から来られているんですよね。なぜこ

の近くにあるのに行かれないのかというの

は、僕はそれが理解できないです。その点

でね。本当にそのあたりの姿勢をちょっと、

僕はどうなのかなと。本当に子どもたちの

ためにやるためには、やはり一から考え出

すなんてなかなかしんどいと思いますよ。

やっぱり下敷きのあるものがあって参考に

あるものがあって、それをしないと、なか

なかできへんと思います。これは大きな政

令市でもしんどいと思いますわ。６・３か

ら４・３・２に変えるって、全部変えるよ

うなもんですわ、はっきり言うて。そうや

から、その辺をきちっとこれやっぱり僕こ

れで今のでちょっと非常にもうがっくりき

て、本当にこれはやっぱり、きっちりとや

ってもらわんと困ります。本当、子どもの

ためにしっかりこういったことはやってほ

しいと思います。 

  ちなみに来年の３１年、神戸大学の附属

小学校と幼稚園と小学校の一貫教育の、こ

れまた同じ公開授業があるんで、これにつ

いてはぜひ行ってほしいと思いますけれど

も、今後こういったことについてはやはり

きちっと行くという、そういうことをして

もらわんとあかんと思います。本当にこの

辺の姿勢については私ちょっと本当に残念

でなりませんね。 

  次に質問しますけれども、６月議会で吉

川中学校とその周辺に保幼小中一貫教育施

設を建設する際に、既存の施設に影響があ

れば、代替機能も考慮して基本計画をつく

って議会に説明すると言われましたけれど

も、当然既存の施設に影響があれば住民に

とって大きな生活に影響を及ぼすことにな

ります。これ当然住民に対してもパブコメ

だけでなくて直接説明会を開かれると思い

ますけれども、開かれるかどうかについて
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確認をお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  複合施設とか代替施設を考えるというこ

とで午前中も御答弁を申し上げたわけでご

ざいますけども、それによりまして行政の

機能に変わりはないといいますか、行政サ

ービスに影響が出るというものではござい

ませんので、今は住民説明会をそれについ

て開くという予定はございません。基本計

画は住民の皆様にも当然オープンにいたし

ますけども、議会にお示しをいたしまして

議員各位の御意見をお聞きをしたいという

ふうに思っております。必要ならばパブリ

ックコメントは実施するということで考え

ております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  複合施設にするにしても、一時、当然施

設を閉鎖して違うところに移ってもらうと

か、当然住民の皆さんにはこれ大きな影響

を及ぼすことになるのは当然ですよね。そ

れを説明しないというのは僕には理解でき

へんのですけども、今の段階で教育の方針

について、これについて住民さんに説明す

るというのは、それはそういう考え方あり

ますけど、まさにその一般の住民さんには

代替施設、要は影響するような、既存の施

設に影響が出るときにはこれこそせなあか

んと思いますけど、これなぜされないんで

すか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  申し上げたとおり、今のところ我々の考

えとしては住民サービスに影響がない方法

でやろうというふうに思っておりますし、

行政機能が低下するということもないよう

にしようというふうに思っておりますので、

もしも田中議員がおっしゃるとおりのよう

なことが起こるならば。当然これは議員だ

けではなくて住民の皆様にも説明は必要か

というふうに思いますが、基本計画そのも

のは住民の皆様の影響がないように考えて

おりますので、議会にお示しをして議員各

位の御意見を賜りたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  その影響がある・ないというのは住民さ

んでないとわからない面もありますよね。

それについては必ずこれやっていただかな

いとあかんと思いますので。今そういう話

ですけれども、私はもうぜひやってほしい

というふうに強く要望いたします。 

  次に、６月議会で同じく専門職がなかな

か豊能町少ないので、この保幼小中一貫校

の建設するに当たってなかなか進めるのは

難しいだろうと。だから能勢が行ったよう

に大阪府から職員の派遣とか小中一貫に携

わった箕面市の職員の助言など、こういっ

たものを貰うべきやというふうにお願いい

たしましたけれども、その後、大阪府から

専門の職員を派遣依頼とか、箕面市への応

援依頼など、こういったことはされている

か、その状況についてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本町におきましては、今、議題になって

おります保幼小中一貫教育施設だけではな

くて、道の駅でございますとか本庁の移転
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計画を含んだ公共施設の再編など、事業を

推進しているところでございますけども、

現在建築職が常勤職員２名だけということ

でございまして、現有職員だけでこれらを

乗り切るということは難しい状況でござい

ます。それで１０月に大阪府の市町村課へ

出向きまして派遣のお願いをいたしました

けども、大阪府におかれましては、大阪府

もことしの地震とか台風の被害による対応

で非常に建築職が多忙であって人材不足で

あるというようなお返事でございました。

また、建築職は大阪府におかれては住宅ま

ちづくり部という部に多く在籍しておられ

ますので、その住宅まちづくり部にもお願

いをしたところでございます。またさらに

１１月に入りましてからは、町長がみずか

ら市町村課の課長に会っていただきまして、

派遣のお願いを町長からも直接していただ

いたところでございます。しかし、先ほど

申し上げたとおり、ことしの災害で府の施

設の営繕にもまだ時間がかかっているとい

うことや、またそれから全国に建築職が被

災地に派遣をされているというような状況

もあったというようなことで、現在の感触

としては現職の大阪府職員の派遣は非常に

困難な状況にあるのではないかというふう

に私自信は感じているところでございます。

今後とも引き続き大阪府にはお願いをして

いくものでございますけども、大阪府から

の派遣が得られない場合はほかの方法も考

えなければならないというふうに思ってい

るところでございます。 

  それからもう一つ建築職以外のその小中

一貫校の詳しい方ということでございます

が、これは教育委員会部局のほうでソフト

面の研究を十分していただいておりますの

で、そちらのほうの派遣の職員ということ

は考えておりません。 

○議長（橋本謙司君） 

  教育長、いいですか。よろしい、今ので。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今の話ずっと総合して聞いてると、結局

は全然住民さんの意見を聞こうという姿勢

もないというふうに受け取れますし、また

本当に学校がなくなることによって大変な

ことになるというのは、ほかの事例見ても

わかる話ですので、これやはりもう１回、

ぜひ考え直してほしい。今の、要は建築職

の手当もつかないという話ですし、これも

うなかなかすること自身がなかなかしんど

い面があるのかなと思います。だからこれ

はやはりもう１回、やはり豊能町小中一貫

それぞれでやっぱりすべきやと思いますし、

それをしないと豊能町本当に人口が減って、

とても立ち行かなくなると思いますので、

その辺についてはぜひ再考いただきたいと

いうふうに思いますので、そのあたりお願

いいたします。 

  次に、小中一貫校をせざるを得ない理由

に、人口増策がなかなか図れてないという

ことがあろうかと思うんですけれども、こ

れについて何点か、３番目の質問としてさ

せていただきたいと思います。今、豊能町

の周辺では近年、履正社の開校とか新名神

のインターチェンジの開設、また箕面森町

第３工区の企業用地これはもう全て完売し

ているということでして、また平成３２年

度には北大阪急行の延伸で箕面萱野という

駅、また箕面船場、阪大前という駅も、こ

れは建設中ということです。こういった形

で、この周りは非常に追い風になってきて

いる。一方で、通勤を座って帰るというこ

とのニーズも高まっている。これ例えば、

京阪電車なんかでは通勤時間帯に有料電車

を走らせてますし、ＪＲ西日本なんかもこ

れから通勤時間帯の新快速、これについて
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有料座席をということで、５年後の春の運

行を目指しているということです。こんな

ことからいろいろ考えてみると、豊能町に

は追い風だというふうに私は思っておりま

す。なぜかというと、豊能町はバスで、東

地区であればバスで千中、そこから座って

北大阪急行で梅田、千中も、これが萱野箕

面になればもっと座っていけることになる

し、もっと大阪市内に近づく。この御堂筋

線、あんなに混んでる御堂筋線を座って帰

るというのは、これめちゃくちゃメリット

なんですよね。そんなせいか、今、箕面森

町なんかはどんどん人が入ってきてまして、

小中一貫校のとどろみの森の学園なんかは、

学校なんか増築をしているといったところ

でございます。東地区と考えると、バスを

乗ってる時間が若干違うだけで、東地区で

は自然も多いし、住宅も安いし、広い家に

住めるしということで、これは非常にポテ

ンシャルがあると。この機会にぜひ人口の

増加策を打っていく必要があろうかと思っ

ております。例えばお金のかからない人口

の増加策といいますと、今、日本全体でも

少子化が問題になってるので、人口をふや

すことが必要になってくるということで、

当然、日本全体取り組まなければいけない

ということは全部の意識が高いと思います

ので、例えば在阪企業と連携して今まさに

座って通える、こういったメリットを前面

に押し出して、日本の少子化を企業と豊能

町が一緒になって救おうということで、例

えば企業の若年層とか中堅者層に豊能町の

不動産の情報を提供するといった、こんな

連携みたいなこと、これはお金をかけずし

てできると思うんですけれどもこういった

ことをやってみられたらどうかと思います

けどもいかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御提案の在阪企業との連携による情報提

供、不動産情報の提供でございますけども、

これは一つの手段として考えているところ

でございます。しかしながら、その前の段

階といたしまして、本町の空き家バンクに

おきましてはまだ情報の提供ができるよう

な不動産が少ないというような現状にござ

います。まずはその空き家等の掘り起こし

が先決でございまして、その利活用がなさ

れた次の段階でそのような手段をとってい

きたいというふうに思っておりまして、御

提案の方法も活用したいというふうに思い

ます。ただ、議員はひょっとしたら民間の

不動産業者の情報ということをおっしゃっ

てるのかもわかりませんが、行政として民

間の情報を直接そういう在阪企業に提供す

るという事は今はできないのではないかと

いうふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  そのあたりの工夫でできると思いますね。

例えば豊能町と協定を組んでやるとか、以

前にもホームページでリンクをして不動産

の事業者の情報を流していたといったこと

も、これは非常に有効な手段だと思ってお

りますけれども、そんな手段も使いながら、

やはり企業と一緒になってこれ進めていけ

ば、この豊能町にとっては非常にメリット

あるのでこれぜひやってほしいなというふ

うに思っております。 

  それともう一つは住宅金融支援機構、こ

ちらが地方公共団体と協定して、地方公共

団体の財政的支援と合わせてフラット３５

の借り入れ、金利を当初の５年間0.２５％

引き下げる、こういった制度もしておりま

す。この制度では新聞でも大きく取り上げ
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てもいただいておりますし、またこういっ

たこともぜひ活用してほしいと思いますけ

れども、それについてはどうでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員の御指摘の制度につきましては、子

育て支援型とか地域活性化型というような

ものでございまして、住宅取得に対する地

方公共団体による補助金交付等の財政支援

と合わせてフラット３５の借り入れ金利を

引き下げるという制度でございまして、ま

ず住宅支援機構と連携協定を締結するとい

うようなものでございますが、今申し上げ

たとおり、この前提といたしまして地方公

共団体による補助金の交付等の財政的支援

が必要ということでございます。かつては

議員も御存じの一緒にスマイルなどの助成

を行っておりましたけども、その制度があ

れば導入できるというような見込みもあり

ますけども、今はこれらの一緒にスマイル

等の施策は行っておりませんし、今また行

う予定もございませんので、この御指摘の

御質問の制度の導入は今現状では困難とい

うふうに考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  人口が減って学校統廃合しなければいけ

ないという、こういう問題の中で、人口を

ふやすというのが全ての問題の解決につな

がると私は思っておりますけれども、そう

いった施策を今のお話聞いてるとなかなか

二の足踏んでやろうとされてないというの

は、これは本当に豊能町どうなってしまう

のかなと思ってしまいますね。ですから本

当に真剣にせっかくのチャンスですので人

口増ということをきちっと捉まえて考えて

いただきたいと思いますのでぜひ本当にお

願いします。これそうしないと何も立ち行

かなくなります。 

  それと先ほど教育委員会で一問ちょっと

質問をし忘れた面がありまして。今保幼小

中一貫教育で西地区は、今、西地区で保幼

小中一貫しようというようなふうな方向で

すけども、東地区のこども園との連携につ

いて保幼小中一貫というのは、どのように

されるのかについてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午後３時２９分 休憩） 

（午後３時２９分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  認定こども園については西に一つ東に一

つというように、いわゆる東西に一つ、こ

れは一つは一番大きな理由は、やはり保護

者のいわゆる預けるための距離的なものも

当然配慮しなければならないということで、

ただ、保幼小中一貫教育については、これ

は今も既に幼稚園の先生、保育所の先生、

また認定こども園の先生、それから小中学

校の先生、やっております。それはソフト

面についてのものですから、決してそれは

問題が多いということでなくて、できるん

ではないかなという理解はしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  わかりました。ソフト面でやっていかれ

るということですので、物理的に離れてい

てもその面はできるというふうに理解させ

てもらいました。 
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  そこで再度、人口増加策のことについて

お伺いするんですけれども、ここで、要は

西で小中一貫校を実現したとして、光風台

小学校が開くと。その光風台小学校で私は

人口を呼び込むために、待機児童家庭を呼

び込むためにパーク・アンド・ライドの子

ども園をつくったらどうやと。何かと言う

とお子さまを車でそこまで運んで行ってお

子さまをそこでおいて自分は車を停めて光

風台の駅から通うということです。パー

ク・アンド・ライド方式の保育園・幼稚園

というのは近年ちょっと少しずつふえてき

ておりますので、この光風台小学校の大き

な校庭かつ光風台小学校の校舎を活用すれ

ば人数もどんどんふやすこともできます。

当然待機児童でお困りの方もいらっしゃる

ので、これについて西地区で、西東で小中

一貫した場合に、開いた場合の光風台小学

校についてですけれども、こういったこと

をすることによって人工も呼び込みながら、

かつ保幼小中一貫もできるということもご

ざいますので、こういったことについて検

討をいただけないかどうかについてお伺い

いたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  学校再配置後の光風台小学校の跡地利用

として、認定こども園をつくってパーク・

アンド・ライド方式にしてはどうかという

御提案でございます。少し考えてはみるん

ですけれども、今の光風台の学校敷地をそ

のまま使って認定こども園にするには余り

にも大きな施設になり過ぎるんではないか

なというふうな思いがありまして、跡地利

用としてその一角を認定こども園に使うと

いうこともちょっといかがなものかなとい

うふうに思っておりまして、今現在では教

育大綱に示しますとおり、西地区の認定こ

ども園につきましては吉川中学校敷地周辺

にしたいなと思っております。 

  ただ、西宮市におきましても駅前に３１

年４月の開園で認可保育所がパーク・アン

ド・ライド方式にするというようなことも

情報としては知っておりますので、そのよ

うな方法も、今の吉川保育所がまさにその

ような方法で活用されておられる方もおら

れますので、考えていかなあかんことかと

思いますけれども、現在の段階で一定どう

かと言われますと、今現在ではまだそこま

で至っていないということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  特に一緒でいいですか。跡地利用、よろ

しい。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  規模が大き過ぎるという話があったんで

すけども、大きいがゆえにたくさんの車が

停めれるということで、これはぜひ私とし

ては東西で小中一貫を実現をして、そのあ

いたところでそれをすることによって新た

な人口も呼び込むということも考えながら

やっていただきたいなという思いですので。

ですから今の話聞いてますと、これ東西の

小学校、小中学校を一つにまとめると、ほ

かの事例から見ても加速度的に人口は減っ

ていかざるを得ないと思います。 

  ある研究者もおっしゃってますけれども、

これ最後の小学校みたいなのがとりでであ

って、これがなくなってしまうと過疎化が

急に進んでいくというのはたくさんある事

例だというふうにあります。特に東地区の

場合におきましては住宅地も新興住宅地も

ありますし、今の時点で統合するんじゃな

くて、逆にこれをよしとして捉えて、今の

豊能町の追い風、座って帰る、この大きな

メリットを生かして宣伝をして、豊能町の
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人口をふやすという施策でこれをやはり考

えていかないと、教育も考える、かつ人口

もふやすといったことも考えていかないと

いけないと思います。 

  私としては、先ほど来から申してますよ

うに、ぜひ東西で１小１中にしていただき

たい。それが小中一貫校、東能勢、東能勢

中については陸橋でつなげば京都の事例の

ようにこれは実現も可能ですので、ぜひこ

ういったことを検討いただいて、ただ後ろ

向きに考えるんじゃなくて、本当に先ほど

来からあったように、教育で子どもを呼ぶ、

この自然環境を生かして子どもを呼ぶとい

うこと、この豊能町の利点を最大限に生か

したことをしていただいて、縮小の方向じ

ゃなくてこれを逆にいい方向に向けていた

だいて、まちづくりとして考えていただき

たい。ぜひ東西で１小１中でということで

強く要望いたしまして、私の一般質問とさ

せていただきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で田中龍一議員の一般質問を終わり

ます。 

  先ほども申し上げたように、傍聴での拍

手等はしないでくださいということを了承

いただいて申し込みいただいてますので、

そのあたり、先ほども申し上げましたので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

  以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。本日はこれをもって散会いたし

ます。 

  次回はあす１２月５日、９時３０分より

会議を開きます。どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後３時３５分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 
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      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 １１番 
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